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ヨーロッパにおける環境税制改革論争
- ドイツとデンマーク-

諸 富 徹

Ⅰ ドイツにおける環境税制改革

論争の展開

1 ドイツにおける環境税制改革論争の意義

1.1.環境税制改革とは何か

環境税制改革とは,環境 ･エネルギー税1)を

1) 環境税とエネルギー税は区別しておく必要がある｡環

境税の場合,その理論的起源は Pigou(1920)に求めら

れ,課税目的は外部不経済を内部化して経済厚生を最大

化する点にある｡他方,Binswangeretal.(1990)によ

れば,エネルギー税の理論的起源は Hotelling(1931)に

求められる｡ホテリングの扱おうとしたのは,非再生資

源の問題であった｡彼によれば,現行の市場経済のもと

では,非再生資源の市場価格が資源の短期的な希少性し

か反映していないために,採掘が望ましい水準を超えて

過剰に促進されてしまうという問題が生じるという｡こ

の結果,資源の希少性が高まっていき,長期的には資源

の枯渇という事態を懸念 しなければならなくなる｡そこ

で言わば ｢ホテリング税｣を課し,長期的な観点から,

現行の市場価格に非再生資源の希少性を反映させる必要

が出てくる｡こうすれば,非再生資源の利用は減退し,

将来世代のために資源の利用可能性を残しておくことが

できる｡もっとも,ホテリングのこのモデルは,他の経

済学者から,非再生資源の探査 ･発見,採掘,加工のそ

れぞれの過程における技術進歩の影響を考慮に入れてい

ないとの批判を受けた｡もしこの点が考慮されれば,餐

源枯渇の問題は緩和され,最適な ｢ホテリング税｣の税

率もそれに応じて変わってくるだろう｡さらに,最適な

｢ホテリング税｣の税率を決定するためには,資源の埋

蔵量に関する正確な知識が必要になるし,それを何世代

にわたって利用するのが望ましいのかについても決定さ

れていなければならない｡しかし,以上の要因に関する

我々の知識は不確実なので,最適な ｢ホテリング税｣を

課すことは事実上困難である｡ところで,現実のエネル

ギー税は,上述のような最適な資源管理の観点から導入

されたというよりは,国民経済のエネルギー戦略にもっ

とも適合的なように用いられていると言える｡石油

ショックによって打撃を受けたデンマークを例にとって

いえば,エネルギー税はデンマークにとって原油への過

度の依存を脱却するための手段であった｡つまりエネル

ギー税は当初,原油への需要を抑制するとともに,原油

から他のエネルギー源への代替を促す目的を持ってい/

導入し,それと引き換えに所得税,法人税,付

加価値税などの既存税を引き下げる,税収中立

的な税制改革を指す2)｡これによって税制にお

ける環境 ･エネルギー関連税の比率は高まり,

税制全体が言わば ｢グリーン化｣される｡この

ような税制改革は,国民の租税負担を新たに増

大させることなく,税制を通じて環境保全を促

す仕組みを社会に組み込むための有効な方策で

あるとみなされた｡

ドイツでは,環境破壊の深刻化や直接規制に

対する批判が環境 ･エネルギー税導入をめぐる

議論の背景にあったが,それが税制改革の要請

にまで至ったのは,見込まれる税収が大きく,

国民経済に大きな追加的負担を及ぼすことにな

るからである｡ もし環境 ･エネルギー税を実施

するとすれば,その税収は確かにかなりの規模

になると言われている｡ 例えば,Weizs益cker

(1992)は環境 ･エネルギー税収をGDPの約

5%と見積もっている｡ このような大規模な租

＼た｡最近になって,デンマーク領の北海油田から天然ガ

スが産出されるようになると,その価格上の優位性が失

われないように,石炭 ･石油に対する更なる課税が行わ

れた｡これは自国のエネルギー政策に必要な観点からエ

ネルギー税を利用している典型例を示しており,必ずし

も ｢ホテリング税｣の趣旨とは関係がないのである｡

2) 著者は,この定義を現時点でのドイツにおける環境税

制改革論議を集約する形で行った｡もちろんかつては表

1-2に見られるように,シュプリングマン案,エコロ

ジー経済研究所案,旧線の党案など,税収中立的でない

改革案もあった｡これらはここでの環境税制改革の定義

にあてはまらないが,環境税の導入によって社会構造を

持続可能なものに改革していこうとしている点で税収中

立的な改革案と共通点をもっており,ここでは議論の対

象に含めることにした｡しかし最近の議論は,緑の党の

新提案にみられるように,ますます税収中立性を税制改

革の前提条件とするようになっている｡
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税を,既存税体系の上に追加的に導入すること

はほとんど不可能であろう｡なぜならドイツで

は国民負担率が既に50%を越す高い水準に達 し

ており,それをこれ以上引き上げることは困難

だからである｡

しかし,環境税制改革は,たんに負担が重 く

なるから税収中立的にやるべきだと考えられた

のではない｡むしろそれを行うことが我々の経

済社会にとって,望ましいからなのである｡ こ

のような積極的な論拠として第 1に二重配当論,

第 2に社会構造改革論が挙げられる｡

まず第 1は,世界資源研究所のレペットらに

よる二重配当の議論であ る (Repetto,eta1.,

1992)｡それによれば,環境税は外部不経済を

内部化 し,資源配分の歪みを是正するので,そ

れによってまず第 1の利益が得られる｡ 他方,

所得税 ･法人税はそれぞれ労働供給 ･貯蓄を阻

害し,超過負担を生み出しているので,これら

が引き下げられることによって超過負担が取 り

除かれれば厚生水準は高まり,我々は第 2の利

益を受け取ることができる｡ したがって,環境

税の導入とひきかえに所得税もしくは法人税を

引き下げる環境税制改革は, 2重の利益を社会

にもたらすことになる｡

二重配当論の特徴は,それが最適課税論に依

拠 している点にある｡ したがって税制改革の主

眼は,既存税制がもたらしている超過負担をで

きる限り最小化することにある｡ レペットらに

よれば,現在の所得税 もしくは利潤税を削減し,

超過負担を取 り除けば,それによる限界的な便

益は,税額 1ドル当た り $0.45-$0.80にな

るという｡最適課税論に基づ く環境税制改革の

論議は,1980年代から国際的な潮流になってき

た税制改革の流れと軌を一にするものと言える｡

つまり,できる限り経済に対 して中立であり,

簡素な税制こそが望ましいとされたのである｡

これに対 し,環境税制改革第 2の根拠 は,

Weizs盆cker(1992)をはじめとするドイツの環

境税制改革論議に求めることができる｡ ヴァイ

ツゼッカーは,30-40年という長期にわたって

環境税制改革を実施 し,大量消費 ･大量廃棄社

会をエコロジー的な産業社会へ転換させること

を構想 している｡ しかし, ドイツの論議はそれ

だけでなく,深刻な失業問題を反映して,環境

税制改革による失業と環境問題の同時解決をめ

ざしている点に最大の特徴がある｡つまり,環

境税の導入と引き換えに社会保険料の法人負担

分を削減 し,労働 コス トを引き下げることに

よって雇用の増大を図るわけである｡

それにしてもなぜ, ドイツの環境税制改革論

議は一見関係のない環境問題と失業問題の同時

解決という問題意識によって刻印されているの

であろうか｡これを理解するには環境問題と失

業問題の同時解決というアイディアを最初に提

示 し,環境税制改革論議に少なからぬ影響を及

ぼ したと言われるビンスヴァンガ-らによる

『環境破壊なき雇用』(1988年) と題する著作

を検討 しなければならない｡

1.2.ドイツ環境税制改革論議の問題意識

(1)環境問題 と失業問題の同時解決

ビンスヴァンガ-らは,1980年代初頭の ドイ

ツ社会が直面 したもっとも基本的な問題は,失

業問題と環境破壊であると捉えていた｡そして,

石油ショック後の成長の鈍化のために財政危機

に陥った福祉国家が,問題解決能力を失ってい

るところに公共政策の根本的な欠陥があると指

摘 した｡

表1-1は80年代後半に至るまでの ドイツに

おける失業率の推移を示している｡1970年代以

降失業率は一貫 して上昇 し,80年代後半には約

9%に達していることがわかる｡ 現在では状況

はさらに悪化 し,12%を超える水準に達 してい

る (1997年 2月現在)｡統計上の定義が異なる

こともあって単純な比較はできないが,日本の

現在の失業率 3%と比較 しても,その4倍の失

業率というのはやはり深刻である｡

しかしビンスヴァンガ-らの政策提言は,規

制緩和によって労働コス トを引き下げ,公共部

門の民営化によって市場に活力をもたらすべき

だとの ドイツ経済界の主張とは一線を画す｡彼

らはそのような成長促進政策は,仮に成長率を
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表1-1 1970年から1987年における

ドイツ連邦共和国の失業者数

失業者 (単位千人) 失業率 (%

)1970 148.2

0.71975 1,074

.2 4.71980

888.9 3.81981

1,271.6 5.51982 1,833.2 7.5

1983 2,258.2 9

.11984 2,265.6

9.11985 2,30

4.0 9.31986

2,228.0 9.01987 2,229.0 8.9[出所] Biswanger,etal.(1988),S.21

,Tab.1.高めるとしても依然と

してダウンサイジングによって失業を増やし,

環境破壊を伴うことに変わりがないとして退

け,成長の質的転換を目指すべきだと主張する｡ この

議論は, ドイツで1970年代から80年代に

かけて盛んに論じられたテーマで,それまでの

経済成長が環境破壊をもたらし,真の豊かさに

つながっていなかったのではないかという反省

を出発点としている｡ そして経済成長率をその

指標として信奉する ｢量的経済成長｣から,環

境保全 ･福祉 ･文化を重視し,真の豊かさの実

現につながるような経済の ｢質的成長｣をめざ

すべきだとされた｡しかし彼らは,現代社会に

は環境保全 ･福祉 ･文化の面で莫大な労働需要

があるにもかかわらず,それが ｢支払われない

労働｣であるために放置されたままになってい

ると指摘 している｡ つまり,これらの領域でな

されるべき仕事が大量に存在し,かつそのよう

な仕事に従事したいと考えている人々が大勢い

るにもかかわらず,環境保全 ･福祉 ･文化とい

う領域が基本的に非営利部門であるために,必

要とされるところに十分な労働が供給されない

というミスマッチが生じている｡高度成長期な

らば,そこで国家が公共部門を拡大しつつそれらの政策

課題を吸収していった｡しかし,財政危機の現在

はそれもできない｡そこで,ビンスヴァンガ-らは政策誘導に 9よって環境保全 ･福祉

･文化などのインフォーマル ･セクターの成長

を促 し,これらの部門における雇用を増大させ

ることで成長の質的転換を図るべきだと主張し

た｡その政策誘導の1つとして彼らが提唱した

のが,社会保険料の雇用者負担分の削減によっ

て労働コストを引下げることである｡ 実際,環

境 ･福祉 ･文化などの領域は,労働集約的なセ

クターでもあるので,労働コストの低下はこれ

らの部門における雇用増につながると考えられるのである｡ そして,彼

らはこの財源として

エネルギー税を充てることを提案したのである

｡(2) 直接規制批判ドイツにおける環境

税制改革論議の第2の契機は,直接規制の有効性に

対する批判である｡1980年代後半にはいっ

てドイツでは,酸性雨問題,廃棄物問題,窒素

酸化物の増大などの環境悪化が次々と明らかと

なり,直接規制を中心とする伝統的環境政策の

欠陥が指摘された｡ ドイツにおける環境税制改

革論争は,この直接規制批判を直接の背景として,よ

り効果的な環境政策とは何かということをめぐ

って始まったのある｡ドイツ環境政策にお

ける直接規制批判では,経済効率性の観点だけ

でなく,いっそう効果的な環境保全という観点が

強調されている｡アメリカでは70年代後半に

,経済成長の鈍化とともに,伝統的環境政策が

経済効率性の観点から批判され始めた｡そして

環境規制に関する費用便益分析の実施が要求さ

れると同時に,環境保全を行いつつ経済成長を進

めることのできるような環境政策の ｢弾力化｣が行われた｡たと

えば,1977年の大気浄化法 (Clean

AirAct)修正 とそれにともなうオフセ

ット政策の導入が典型例である｡ これに対して

ドイツでは,現行の直接規制の下では,いっこうに環境が改善されない

どころかますます悪化してゆくことに対して批

判が集中したのである｡いったい ドイツの

直接規制のどこに問題があったのであろうか｡
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ている｡ 例えば,80年代を通じて酸性雨問題は

ますます深刻化し,病的であると診断された森

林面積の割合は,1982年には8%だったのが,

1983年には34.4%,1986年には53.7%に上昇し

た (Umweltbundesamt1989,S.203)｡環境税

制改革の提案者の一人で もある ミュラー ･

ヴイットによれば (Mtiller-Witt1989,S.203-

278),1980年代前半時点での ドイツの直接規制

は以下のような欠陥をもっていた｡

第 1に環境基準設定上の問題がある｡ まず,

基準そのものが緩いという問題である｡ 日常の

環境基準としては唯一,長期基準しかなく,一

年を通じて平均的にさえ基準を下回っていれば

それでよいとされる｡しかもその長期基準も国

際的水準から見れば,緩 く設定されている｡ 例

えば, ドイツのS02の基準値は140ug/m3で

あるが,アメリカでは80ug/m3,wHOでは

60ug/m3,EC基準 も40-60ug/m3に設定さ

れている｡ このもっとも厳 しいEC基準40

ug/m3を満たしているのは,仝 ドイツの自動

モニタリング局の37%のみである｡WHOの基

準60ug/m3でさえ,満たしているのはやっと

半数を越える程度でしかない｡次に,環境基準

が複合汚染の効果を考慮していないという問題

がある｡ 個々の汚染物質に対する規制はあって

ち,EC基準のように複合効果に対応する基準

は設けられていない｡また大気 ･水など,環境

領域ごとの個別的対策はあっても,総合的対策

は行われていない｡最後に,排出口での規制が

濃度を基準にして行われているために,仮に濃

度で定められた基準値が満たされていても,排

出の総量が多い場合にはチェックされず,汚染

が進行するという問題がある｡

第 2に,成長経済にともなう問題がある｡ 直

接規制は単体規制と結びついていることが多い｡

そのため,成長経済下においては,例えば車一

台当たりの燃費を向上させても,車の台数が増

加し続ければ,規制による効果は打ち消されて

しまい,汚染が進行するという問題がある｡

第 3に経済的側面の欠陥がある｡ 通常,経済

学者が直接規制の批判を行う際によく挙げる論

点としては,費用効率性,情報効率性,技術革

新へのインセンティブの3点がある｡ ドイツで

は,大気汚染に関する規制は ｢現行の技術水

準｣にもとづいて行われるが,本来 ｢現行の技

術水準｣は常に進歩してゆく技術の最前線の成

果を反映して設定されるべきである｡しかし,

問題は,技術に関するデータを集め,その最新

の成果を探る中心的機関がないことである｡ そ

のため,政策当局は技術に関する情報不足に陥

り,結果的に緩い規制を行わざるをえなくなっ

ているのが実情である｡ このような規制が企業

の技術革新へのインセンティブを促す効果を持

ちえないのは当然であろう｡

第 4に政策実行上の問題がある｡包括的な法

体系が整備されていても,実行されなければ無

意味である｡ 大気汚染対策の直接規制には,残

念ながら政策実行上の欠陥が発生する余地がお

おいにあるし,実際そうだったのである｡ 例え

ば連邦大気保全法 (BImSchG)を具体化する

13の条例および規定には法的強制力がなく,政

策当局の立場を弱いものにしている｡ また,施

設関連規制の核心は,工場施設の認可過程での

行政指導にあるが,ここには様々な考慮や圧力

が入りこむ余地があり,官僚の裁量によって規

制はゆがめられがちになる｡ 地域関連規制では,

汚染物質の地域環境基準を手掛かりに規制が行

われ,基準値が達成されない場合は,その地域

は州政府を通じて,汚染地域としての申請を連

邦政府に対して行うことになっている｡ それに

ともなって,州政府はその地域が基準をふたた

び満たせるよう,大気浄化計画を策定しなけれ

ばならない｡ところが,申請するかどうかは州

政府の判断に任されるため,めんどうな手続き

や州イメージの悪化を恐れる州政府が申請を嫌

がり,結果として大気浄化計画も策定されない,

という例がみられた｡

以上が直接規制批判の主な論点である｡ ドイ

ツではこのような批判を踏まえた上で,直接規

制とは異なるもう一つの政策手段として環境税

が注目されるようになったのである｡
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1.3.環境税制改革の諸提案にみられる共通要素3)

以上のような2つの問題意識を背景として始

められた環境税制改革の議論は,直接規制の欠

陥を是正して環境保全を進めるだけでなく,労

働コストの引き下げによる失業問題の解決をき

わめて重視 した｡このことは各提案の環境税収

の使途をめぐる議論にも反映されている｡ 以下

では環境税制改革論争において,重要な論点と

なったテーマをいくつか取り上げて検討するこ

とにする｡ そして,各論点について,環境税制

改革の諸提案に共通する要素を見出すことにし

たい｡

(1)環境税収の使途

1988年のUPIによる包括的な環境税制改革

案の発表以来,これまでにさまざまな環境税制

改革案が発表された｡それを概観 したのが表

1-2である｡ これを見ると,大きく分けて(1)

環境税収を全額環境関連経費として支出するこ

とを提案するものと,(2)基本的には税収中立的

な税制改革を行い,税収は既存税の削減に用い

ることを提案するものとがある｡ この区別は大

きな意味を持つ｡なぜなら,大規模な環境税収

が見込まれる場合,それを全額支出するのか,

それとも他の税の減税に用いられるのかによっ

て,環境税制改革がマクロ経済 ･所得分配 ･環

境に及ぼす影響はかなり異なってくるからであ

る｡

まず,税収を全額環境関連支出に用いるべき

だという提案は,どのような論理に基づいてい

るのであろうか｡緑の党の旧提案を例にとれば,

環境保全型の社会に転換するためには環境税の

導入だけでは不十分で,税収を環境保全目的に

支出することによる効果が合わさって初めて効

果的となるという考えが背景にある (Wilhelm

1990,S.59)｡ さらに,縁の党は環境税を目的

税化することによって環境保全関連経費を優先

的に確保し,持続可能な社会への急速な転換を

すすめようとしたのであろう｡にもかかわらず,

3) UPI,ヴァイツゼッカー,ミュラー･ヴイットによ
る環境税制改革案の詳細については諸富 ･植田 (1994)

を参照｡

ll

緑の党の提案は第 1に,すでに高水準に達して

いる国民負担率をこれ以上引き上げることが果

たして望ましいと考えられるのか,第2に,莫

大な環境税収の使途を特定化することによって

財政の硬直化を招く恐れはないのか,という疑

問に十分答えているとは言い難い｡実際この点

に関して縁の党の提案は批判を受け,1996年に

党は,基本的に税収中立的な税制改革案を改め

て発表することになるのである｡

次に,税収中立的な税制改革を主張する提案

は,どのような減税とセットになった環境税の

導入を考えているのであろうか｡表 1-2を見

れば,所得税,売上税,自動車税などさまざま

な減税項目が並び,一見して非常に多様な提案

がなされているように見える｡しかし,税収中

立的な改革案の大部分に共通するのが,社会保

険料負担の軽減である｡ 緑の党の新提案にもこ

のことは当てはまる｡これが ドイツの環境税制

改革案の大部分に共通する大きな特徴であると

言える｡ つまり,前節でも強調したように,社

会保険料の引下げをともなう環境税制改革を行

うことで,環境問題と失業問題の同時解決を図

るという思想を,これらの提案は共有している

のである｡

(2) 包括的な環境 ･エネルギー課税

もちろん,環境税の導入によって税体系全体

として逆進性が高まるため,なんらかの所得分

配上の配慮をすべきだとの意見も,改革の提案

者に共有されている｡減税項目として営業税

(付加価値税),自動車税が提案されているのは

この点を考慮したものとみられる｡

EU委員会のCO2/エネルギー税提案に代

表されるように,地球温暖化問題がクローズ

アップされるにつれて,環境税といえばCO2

税かエネルギー税を想定することがますます多

くなっているようである｡ しかし, ドイツの場

合は,直接規制批判を背景にして環境税制改革

の議論が開始されたという経緯から,課税対象

はエネルギーに限られず包括的なものとなって

いる｡ 表 1-3は,各提案がどの部門を課税対

象としているのかを示している｡ また ｢比率｣
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表 ト 2 ドイツ環境税制改革案の概観 (単位 :10億マルク)

環境税制改革案 税収見込み 税収の使
途既存税の減税 新規財政支出/既存支

出の拡張U P Ⅰ 210.0 売上穣 (110.0),所得税 (33.0)午金保険料 (60.0) 農業への負担調整

金交付 (2.6)ヴアイツゼツカー 記載なし 所得税,売上税,社会保険料

社会的な負担調整金交付ミエラー.ヴイソト 81.0 営業税 (32.6), 自動車税 (9.0),石油税 (25.2),コー

ヒー .砂糖税(1.8) なしB U N D 150.0 年金保険料 (税制改革によって)特に負

担の重 くなる家計に対する負担調整金支出E U 委 員 会 記載なし 所得税および社会保険料 (75%),法人税 (10%),エネ

ルギー節約促進のための税控除 (15%) なし社 会 民 主 党 35.8-36.8 所得税 (15.2),自動車

税 (9.2), 社会的移転支出の引き上げ (6.0),リ租税優遇措置 (

1.1),遠隔地,およ サイクル,廃棄物処理,水質保全,環び遠距離通勤

者に対する控除の引き上げ (1.3) 境保全技術,環境保全農業シユプリングマン 44.9 なし 環境保全技術促進 (17

.8),排出削減(17.0),公共交通機関に対する補助金(10.0)

エコロジー経済 47.4 なし 石炭確保,鉄道,環境研究 (2

7.9),研究所 廃棄物処理,環境保全技術の促進,環境関連

情報の基盤整備緑の党 (ただし 113.1 なし 石炭確保,気候変動に対する対処,令旧案) 理的なエネルギー利用 (31.8),公共交通機関,交通部門における負担調整金 (42.2),鉄道貨物輸送 (17.6),特別基金 (l

l.3),農家に村する負担調整金 (0.3),環境保全技術促進,ゴミ回避,廃

棄物処理,廃水処理ドイツ経済研究所 205.5 社会保険料の雇用者負担 家計に対する一括補助金

[出所] LinscheidtundTruger(1995), S.83,Tab

ellell.の欄では,その部門から

得られる環境税収が,環境税収全体のうちどの

くらいを占めるのかを示している｡ この表を見

れば,環境税の対象となるのはエネルギーや大

気だけでなく,交通,土地利用 ･自然保護,

廃棄物,水など非常に多岐にわたっており,包

括的に環境税を課そうとしていることがわかる｡このような包括的環 境 ･エネルギー税の導入

という発想は,もともとビンスヴァンガ-らの

『環境破壊なき雇用』にあったのではなく,環

境税制改革の提案者たちが, ドイツ排水課徴金

などを念頭に置きながら,後に構想したもので
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表 1-3 環境税制改革案の包括的な課税対象

提案者 課税対象 比率 (%

)UPⅠ *エネルギー

23*交通 36

*大気 4*土地利用 .自然保護 1

0*廃棄

物 13*水 14

ヴアイツゼツ *エネルギ

ーカー *交通

*大気 -*土地利用 .自然保護 -*廃棄物*水

*環境に悪影響を及ぼす生

産物および化学物質

<17- '

*大気 30ヴイツト *土地利用 30

*水 40SPD *エネルギー

.交通 -*廃棄物

-*大気*土地利用 .自然保護*水 13提案者

課税対象 比

率 (%)シユプリング *エネルギー .交通 34

マ ン *大気 .交通 23

*大気 7*土地利用 .自然保護

1*廃棄物 27

*水 8エコロジー *エネルギー 28

経済研究所 *交通 31*大気

18*廃棄物 18*水 5緑の党 *エネルギー -

*交通

-*大気 -*土地利用 .自然保護*廃棄物*水BUND *エネルギー*交通

*

大気*土地利用 .自然保護*廃棄物 -*水 -

[出所] LinscheidtundTruger(1995),Tabelle3-11より作成｡
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もっとも印象的な形で示 したのは,ヴァイソ

ゼッカーである｡ 彼の提案では,エネルギー価

格が年々5-7%づつ上昇するよう税率が引き

上げられる｡エネルギー価格は30-40年にわ

たって継続的に引き上げられ,エネルギー消費

はその間に約30-50%減少すると予測されてい

る｡

その際,エネルギー価格の上昇率はあらかじ

め走められ,企業は長期にわたるエネルギー価

格上昇の見通しを得ることができる｡そして,

技術開発を行い,この価格上昇率を上回るエネ

ルギー生産性の上昇を達成した企業は,競争力

を強化し,マーケットを獲得するであろう｡ し

かしそうでなかった企業は,やがて生産コス ト

の上昇についていけなくなり,衰退企業となっ

てしまう｡ したがって,エネルギー価格の継続

的な上昇は,たんにエネルギー節約-の技術革

新を促すだけでなく,長期的にはよりエネル

ギー効率的で,環境に負荷を与えない産業構造

-の転換を促す手段となるのである4)｡

ヴァイツゼッカーを含む複数の環境税制改革

案が税率の継続的な引上げを提案しているのは,

それが企業の技術革新を促すはずだとの確信に

基づいているからである｡しかし,本当に ｢技

術革新の促進｣は税率の継続的な引上げを正当

化する根拠となりうるのであろうか｡以下では

そのことを,図を用いながら検討したい｡

図1-2および図 1-3は,環境税と技術革新

の関係を示すものである｡ 縦軸には環境税の税

辛,横軸にはC02の排出量がとられている｡

企業はエネルギー効率性を高めることによって

C02の排出を減らすものとする｡ 今,図1-2

において MClの限界排出削減費用曲線を有す

る企業が,税率 tlのもとで e3の排出を行って

いるものとする｡ そこで,税率の引上げが企業

の技術革新を促すか否かが問題となる｡図に示

されているような静学分析の枠組みでは通常,

企業の負担しなければならない税負担が大きけ

れば大きいほど,技術革新を行って税負担を節

4) Weizs畠cker(1992),邦訳書,180-181ページ,および

185-187ページ｡

図ト 2 税率引上げの技術革新に及ぼす影響

el e2 e3 e図 1

-3 税率の引き上げによる負担変化の比較e( e2 e3 e4

e5 e約するインセンティブがより強く

働 くと考える｡税負担は企業にとって環境を利

用して生産活動を続けることの機会費用である

から,これをできる限り削減しようとするのは

当然のことであろう｡なお図では,技術革新の

効果は限界排出削減費用曲線の下へのシフトと

して示される｡さて,企業が現行の税負担 β
+8+Eを削減しようとして技術革新を行った

とする｡ 限界排出削減費用曲線は MClからM

C2へシフトし,排出量は e3から e2へと減少

する｡ これによって企業は E にあたる税負担

を節約することになる｡このとき,税率が tl

から t2-と引き上げられるならば,それは企

業に対してさらなる技術革新を促すインセンテ

ィブとなりうるであろうか｡税率引き上げ後の

均衡状態において,もし税負担が増大している



ヨーロッパにおける環境税制改革論争

率の引上げは,短期的には企業に対 して α+

γだけ税負担を増大させる (図 1-2の点 cQ

点b)｡ これは,短期的には企業が税率の引上

げに対処しえないからである｡ しかし長期的に

は,現行の技術水準のもとで汚染削減-の努力

が行われ,排出水準は e2から e1-と減少する

(図の点bQ点a)｡新たな均衡点aでは税負担

がα+βとなる｡ 税率の引上げが技術革新-の

インセンティブとなりうるか否かについては税

負担の変化をチェックすれば良い｡税率引上げ

前の税負担が β+♂,引き上げ後の税負担が

α+βであるから,結局 ∂ と αの大小を比

較すればよいことになる｡ 図では ∂>α のよ

うに措かれているが,厳密には限界削減費用曲

線の形状,税率の引き上げ幅などに依存して決

まるので,8 と α の大小は一概には言えない｡

このことは,技術革新が行われないまま,限界

削減費用曲線 MClのもとで税率が引き上げら

れた場合にも同様にあてはまる｡この場合にも,

α十γと Eの大小は,一概には決まらないの

である｡ このように,税率の引上げは,短期的

にはともかく,長期的には税負担の増大をもた

らすとは必ずしも言えない｡したがって, 1回

限りの税率の引き上げそのものが企業に技術革

新へのインセンティブを与えるとは必ずしも限

らないのである｡

しかし,税率が継続的に引き上げられ,企業

もまたそのことを知っているとするならばどう

であろうか｡この点を考察したのが図 1-3で

ある｡税率は継続的に引き上げられていくこと

によって,現在の tlから10年後には t2,20年

後には t3-と引き上げられていくものとする｡

このように長期にわたって税率が引き上げられ

ていく場合,企業は技術革新を行う場合とそう

でない場合の税負担を比較衡量して有利な方を

選択するであろう｡ そこで,企業Aと企業Bが

あって,企業Aは税率の継続的な引上げに対し

て何の対応もとらないのに対し,企業Bは継続

的な技術革新を行うものとしよう｡ つまり,企

業Bの限界排出削減費用曲線は,図 1-3の

MClからMC2,MC3へと下-シフトしてい

15

くのに対 し,企業Aの限界削減費用曲線は

MClのままであるとする｡このとき,税負担

は企業AとBとで,どのように変化するのであ

ろうか｡税率 tlからちへの引上げは省略して,

t2から t3への引上げに関してみると,企業A

の場合は,図 1-3の α+γだけ税負担が増

大し,∂だけ税負担が減少する｡ 企業Bの場

合は,α だけ税負担が増大し,β だけ税負担

が減少する｡ 企業AとBの税負担変化を比較す

るには,(α+γ)/∂ と,α/β という比率の

大小を比較すれば良い｡図 3では,β-∂ と

なるよう作図されているので,明らかに (α+

γ)/∂の方が α/β よりも大きい｡これは,

技術革新を行って限界費用曲線が下へシフトし

ていけばいくほど,税率が引き上げられたとき

の税負担の増大分が縮小 (α+γ¢α)してい

くからである｡ なお,この結論は,(α+γ)/
∂ と α/β という比率の大小関係から導き出

されているので,図1-3のように β-∂ と

なるよう作図されていない場合でも妥当する｡

この結論は,長期にわたって継続的に税率を引

上げていく場合には,技術革新を行うほうがそ

うでない場合よりも負担の増加が軽くて済むこ

とを示している｡ このような政策が本当に企業

に技術革新-のインセンティブを与えるために

は,税率引上げのスケジュールが明らかになっ

ていなければならない｡そうすれば,企業は長

期的な見通しにたって税負担変化の計算を行い,

その結果,税率の上昇にともなって継続的な技

術革新を行っていく方が利益になることを認識

するはずだからである｡ また図 1-3からも読

み取れるように,技術革新を選択した企業とそ

うでない企業の税負担格差は年を経るごとに拡

大していき,それが市場における企業の競争力

格差に影響を及ぼしていくと考えられる｡ した

がって, 1回限りではなく,長期にわたる継続

的な税率の引上げがあらかじめ告知された上で

実行されるならば,たしかに技術革新へのイン

センティブを企業に与えることになると思われ

る｡

以上,税率の引上げは1回限りではなく,継
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図 1-4 環境税の技術革新に対する効果

続的に行われる場合にのみ技術革

新に対するインセンティブを与えうることを示し

た｡このことは,環境税の技術革新に対する効果

を説明する通常の理論的枠組みとどのような関係

にあるのだろうか｡図 1-4は,通常の動学的効

率性(技術革新へのインセンティブ)を説明する

理論的枠組みを示 している｡ 図 1-4において,

限界排出削減費用曲線 MClを有する排出者は,

税率 t*のもとで e*の排出を行い,α だけの

税負担を行っている｡ 通常の理論的枠組みでは,税

率を引き上げなくても,既に存在する税負担α

を節約するために排出者が技術革新を行なう結果

,限界費用曲線が MClからMC2へとシフトす

るとされる｡ しかも,図 1-2で示したように税

率の引き上げそのものは税負担を増大させるとは

限らないから,税率を引き上げようが,図 1-4

のように税率を固定 しょうが,両者の技術革新に

及ぼす効果に大差はないように思える｡しか

し,図 1-3で示される継続的な税率引上げと図

1-4の固定税率とでは,明らかにその効

果に相違が存在する｡ 税率が継続的に引き上げら

れていく場合 (図 1-3におけるtl-t2-t3),

排出者は技術革新を実行せず,現行技術水準のもとで

排出削減を行おうとするかも知れない (図1-3における a-b-C)｡例えば,

C02の排出を減らすのに,既存の生産工程を変

更せず,燃料転換のみによって対応するような場合がこ

れに当てはまる｡ しかし現行技術水準のもとでは,そのような努力もやがて限界に第13号 (19

97.4)達し,限界的に1単位排出を削

減することが非常に高価になってくる｡ これは

,排出削減が進むにつれ,限界削減費用が逓増

していくからである｡ 図 1-3では,限界排出

削減費用関数は直線で措かれているが,実際に

は,ある時点から上に垂直に屈曲すると考えて

よいであろう｡なぜなら,排出削減が進むにつ

れて,その技術的選択肢は急速に狭まると考え

られるからである｡ そうすると,税率の引き

上げはたんなる負担増を招 くにすぎ

なくなる｡ 排出削減が進まずに,税負担のみが

増大していくこの状態を抜け出すには,技術革

新を行う他ないのである｡ 逆に図 1-4の固定税
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にされねばならない課題が数多く残っていた｡

差 し当た り,環境税制改革の環境 ･マクロ経

済 ･国際収支 ･所得分配に及ぼす影響が,より

精確に把握されるべきであった｡この点が不明

であれば,冷静で客観的な議論はできないし,

望ましい制度設計を構想 しようにもできないか

らである｡議論が開始された初期のころは,自

らの改革案が社会にもたらすインパクトをきち

んと示した提案は少なかった｡UPIの提案は

そのような数少ない改革案の 1つであったが,

それでも実施されたシミュレーション自体は大

ざっぱなものであった｡この点で 1大画期を成

したのが,1994年にドイツ経済研究所より発表

された環境税制改革の研究である (Deutsches

InstitutforWirtschaftsforschung1995)｡ そこ

で次節では,この ドイツ経済研究所による成果

を検討したい｡

2 ドイツ経済研究所による環境税制改革の研究

2.1. ドイツ経済研究所による環境税制改革研究の

意義

90年代初頭には停滞期に入っていた ドイツの

環境税制改革をめぐる論争は, ドイツ経済研究

所の研究成果の発表を機に再び大いに活性化さ

れることになった｡この研究は,意図せざる産

業界の激しい反発を招 くことになったが,それ

はこの研究が環境税制改革が産業界にいかなる

影響を及ぼすのかを非常に精確に示したからで

あった5)｡いずれにせよ,環境税制改革の環

境 ･マクロ経済 ･国際収支 ･所得分配に及ぼす

影響が何通 りかのシミュレーションによって明

らかとなったのは画期的であり,それをもとに

客観的な議論を行う土台を与えたという意義を,

5) 1996年 8月28日に筆者らが行った,エルンス ト･ウル

リヒ･フォン･ヴァイツゼ ッカー氏へのインタビューに

よる｡他にドイツ産業連盟 (BDI)による文献を参照｡

ヴァイソゼッカー氏によれば, ドイツ経済研究所による

精密な研究は,不幸なことにドイツの環境税制改革論議

に大きなダメージを与えてしまったという｡この研究に

よって分配上大きく不利になることが分かった化学 ･鉄

鋼業界は,ロビー活動を大いに強化し,環境税制改革が

実現しないようあらゆる働 きかけを与党 ･政府に対して

行ったという｡

17

この研究は持っている｡

この研究は対象をエネルギー税に絞っている｡

税収は,企業に対しては社会保険料の雇用者負

担分の引き下げ,家計に対 しては一括補助金と

いう形で全て還付されるとしている｡ このよう

な税収中立的な環境税制改革ならば,他のEU

主要国による環境 ･エネルギー税の実施を待た

ずとも, ドイツ単独で実施できるとい う ｡ なぜ

なら,税制改革はC02の削減に貢献するだけ

でなく,むしろ経済にプラスの影響をもたらし,

雇用を増大させるからである｡ただし,経済の

ある特定部分に改革のしわ寄せが行 くことは避

けられないので,ダメージを受ける労働者 ･地

域経済に対してなんらかの所得補償を行う必要

がある｡

2.2. ドイツ経済研究所による環境税制改革研究の

概要

ドイツ経済研究所による環境税制改革案の核

心の 1つは,継続的なエネルギー税の引上げで

ある｡ エネルギー税は化石燃料と発電に対して

課せられる｡ ただし化石燃料が発電に対 して用

いられる場合には,2重課税を避けるため,そ

れを課税対象から控除する｡他に,再生可能な

エネルギーも課税を免除される｡ エネルギー税

の課税標準はギガジュールで表されるエネル

ギー単位であり,税率はそのエネルギー単位あ

たり一律に課される｡ そしてその税率は時間の

経過とともに上昇するよう設定される｡ ドイツ

経済研究所のモデルでは, 1ギガジュールあた

り9マルクの基本料率を定め,これを年々7%

づつ上昇させると仮定された｡

このモデルでは税収中立的な税制改革を採用

しているので,エネルギー税の導入と引換えに,

どの税を削減するのかが問題となる｡ どの税を

減税するのかは,どのような政策目標を実現す

るために税制改革を行うのかによって異なって

くるであろう｡ ドイツ経済研究所は,家計に対

しては人頭割の一括補助金,企業に対 しては社

会保険料法人負担分の引下げを採用した｡家計

に対する一括補助金を選んだのは,エネルギー
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表 1-4 産業部門別の環境税制改革のインパクト*) (単位 :%)

産 業 部 門 エネルギー税 還 付 純
効 果5年後 10年後 5年後 10年後 5

年後 10年後鉄 鋼 .製 鉄 +9.3 +22.3 -1.3 -3

.1 +8.0 +19.2化 学 +3.8 +9.1

-0.9 -2.2 +2.7 +6.9金 属 製 品 +3.1

+7.5 -0.9 -2,1 +2.2 十5.4石材 .建設製材 +3.4 +8.3 -1.2 -2.9 +2.2 十5.4

農 産 物 加 工 +2.5 +6.0 -1.3 -3.2 +1.2

+2.8製 造 機 器 生 産 十2.6 +6.3 -1.4

-3.5 +1.2 +2.8食 料 品 +1.8 +4.4

-1.0 -2.4 +0.8 +2.0繊 維 産 業 +1.8 +4.2

-1.1 -2.5 +0.7 +1.7その他交通サービス業 +1

.7 +4.2 -1.1 -2.6 +0.6 +1.6プラスチ ック製造 +1.7 +4.0 -1.0 -2.6 +0.7

+1.4飲食店 .旅館業 +1.5 +3.5 -1.0

-2 .3 +0.5 +1.2板 金 製 造 +1.6 +3.9

-1.3 -3.0 +0.3 +0.9小 売 業 十1.3

+3.2 -1.0 -2.7 +0.3 60.5印 刷 業 十1.3 +3.0 -1.2 -2.8 +0.1 +0.2

住 宅 斡 旋 業 十0.4 +0.9 -0.3 -0.8 +0.1 +

0.1運 送 業 +1.2 +2.8 -1.2 -2.8 -0.0

-0.0木 材 製 造 業 十1.2 +2.9 - 1 .3 -3.0 -0

.1 -0.1その他のサービス業 +0.5 +1.2 -0.6 -1

.3 -0.1 -0.1科学 .文化 .出版業 +0.7 +

1.8 -0.9 -2.0 -0.2 - 0.2高層 .地下建設業 +1.4 +3.3 -1.5 -3.6 -0.1 -0.

3健康 .医療サービス業 +0.5 +1.1 -0.7 -

1.6 -0.2 -0.5解 体 業 +0.9 +2.1

-1.1 -2.7 -0.2 -0.6電 気 製 品 ■ +0.9

+2.1 -1.2 -2.9 - 0.3 -0.8機 械 製 造 業 +1.0 +2.5 -1.4 -3.3 -0.4 -0.

8卸 売 業 +0.8 +1.7 -1.2 -2.8 -0

.5 -1.1保 険 業 十0.5 +1.2 -1.1 - 2.5 -

0.6 -1.3社 会 保 険 業 十0.9 +2.0 -1.4 -3.4 -0.5 -1.4在 宅 業 務 十0.7 +1.7 -1.9

-4.6 -1.2 -2.9郵 便 .電 話 +0.4 +1.0 -1.7

-4.1 -1.3 -3.1公 共 部 門 十0.9 +2.2 -2.3 -5

.4 -1.4 -3.2*) この計算は1988年を基準年として行われ,完全な価格

転嫁が仮定されている｡[出所] DeutscheslnstitutfiirWirtschaftsforschung(1995),S.215,Tabelle1.

税の導入によって生じる逆進的

な所得分配上の効果を相殺するためだとしてい

る｡ これに対する代替案としては,所得税減税

,社会保険料個人負担分の引き下げ,付加価値

税の引下げがある｡ しかし,所得税減税と社会

保険料個人負担分の引き下げは仝所得階層に恩恵

をもたらさない｡また,付加価値税の削減も,

EU内調整の問題があり,加盟国が統一的に
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表 ト 5 環境税制改革の各セクターに対するインパク ト*) (単位 :%)

セ ク タ ー エネルギー税 還 付 純
効 果5年後 10年後 5年後 10年後 5

年後 10年後個 人 消 費 +1.9 +4.6 -0.8 -

2.0 +1.1 +2.6公 的 消 費 +0.9 +2.1

-2.0 -4.8 -1.1 - 2.7設 備 投 資 +0.8

+2.0 -1.0 -2.4 -0.2 -0.4建 設 投 資 +1.1 +2.6 -1.1 -2.8 -0.1 -

0.2輸 出 +1.8 +4.4 -1.1 -2.6

+0.7 +1.8総 計 +1.7 +4.

0 -1.1 -2.7 +0.6 +1.3*) 1988年を基準とし,完全な価格転嫁を仮定｡[出所] DeutscheslnstitutftirWirtschaftsforschung(1995),S.217,Tabe

lle2.げられていくので,純効果は5年

後よりは10年後のほうが強く出ている｡純効

果の欄を見れば,改革によって利益を得ている

産業と逆に損失を被っている産業がきれいに分

かれているのがわかる｡ 税制改革に伴う価格上

昇は,エネルギー節約投資を呼び起こし,全体

としてよりエネルギー効率的な生産方式の確立

に貢献することになるだろう｡ しかし,問題は

損失を被る産業の中でも,とりわけ鉄鋼 ･化学

などのエネルギー集約的

な産業の負担増が際立っていることであり,反

対に価格下落の恩恵は比較的広い範囲に薄く及

ぶことであろう｡これらの負担は,エネルギ

ー節約投資を行ってエネルギー生産性を高める

ことで回避することが望ましいが,それのみに

よって負担を十分回避できるかどうかについて

は疑問の余地がある｡ エネルギー集約型産業に

おけるEU内外の競争圧力が増大し,価格低下が

起きていることを考えると,これらの産業とそ

れが立地する地域は大きな分配上の問題を抱え

る可能性がある｡他方で環境税制改革は,い

くつかの産業領域に対 しては利益をもたらす｡

特に投資財輸出産莱,建設業,サービス産業が

便益を受ける｡ このことは産業全体を重

厚長大産業から製造業 ･サービス産業-,エネ

ルギー集約型産業から労働集約産業-と転換させる効果を

持つ｡最終需要における価格上昇は,改革 5年目

で+0.6%,10年目で+1.3%でしか

なく,これは年平均0.1%の上昇にあたる｡表 1-5に示され ている通 り,家計部門と輸出

部門が比較的多くの負担を負うことになる｡ こ

れは,家計が一括補助金の還付によって受ける

補償よりも,価格上昇によって引き起こされる

付加価値税の負担増加分のほうが大きいからである｡ 公共部

門や投資財部門はその労働集約的な性質ゆえ,

社会保険料の雇用者負担分の引下げの効果が大き

く出ている｡(2) 環境税制改革のマクロ経

済に及ぼす効果環境税制改革のマクロ経済的

な効果は,金融,財政,賃金政策に依存して決ま

ってくる｡ したがって以下のシミュレーション

においては,これらの政策に関してなんらかの

仮定が置かれる｡まず,基本ヴァージョンで

は,賃金 ･財政政策とも一定であると仮定され

ている｡ さらに,実質利子率とドイツマルクの

実質為替レー トもまた一定であると仮定されて

いる｡ この場合,輸出財における価格上昇の効

果はドイツマルクの名目価値の減価によって打

ち消されることになる｡ この結果,環境税制改革

の経済成長および賃金水準の伸びに対する影響は

軽微なものとなる｡ ドイツマルクの軽い減価 (

名目価値)ど,エネルギー輸入の減少によって

,GDPに占める純輸出部門の貢献は大きくなる

｡ 同時に,公共部門の財政赤字は,人件費の増

大によって削減される｡ 雇用は10年間に60

万人増大する｡これによって需要はエネルギー
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表 1-6 環境税制改革のマクロ経済に対するインパクト (単位:%)

基本 Ⅰ Ⅳ

Ⅴ就 業 者 2.1 2.2

1.1 2.8就業者 1人あたり生産性 -2.2 -2.

3 -1.0 -1.1実 質 G D P -0

.2 -0.2 0.1 1.6(1) 実 質個 人消 費

-1.0 -0.1 -0.4 0.5(2)実 質公 的消費 -0.0 -0.0 0.1 0

.8(3)実 質 投 資 -0.3 -0.5

0.1 5.0*設 備 投 資 -1.0

-1.3 -0.4 1.3*建 設 投 資

0 .4 0.3 0.6 8.3(4)実 質 輸 出 0.0 -1.9 0.0 0.0

(5)実 質 輸 入 -1.2 -2.1 -0

.9 -0.3名 目 G D P 1.3 1.1

1.0 5.4輸 出物価 指標 3.5

0.0 2.6 4.8個人消費物価指標 3.

1 1.9 2.1 5.3GDP物価指標

1.5 1.2 0.9 3.8就業者 粗所 得1) -2.4 -2.8 -2.9

0.9企 業 租 所 得 - 4.7 -4.0

-4.3 1.6国 民 所 得 -3.2 -3.

2 -3.4 1.2企 業 純 所 得 -5.1

-4.3 -4.7 1.7就 業者純所得 2.4 -2.1 1.8 5.3

時間あたり標準賃金 0.2 - 0 .4 0.7 2.9労 働 コ ス ト

- 2.2 -2.6 -3.0 -0.7名

目 利 子 率 0.5 0.3 0.4 0.8雇 用(単位千

人) 610 640 330 800財 政 収 支(単位10億マルク)2) +14.3 +12.4 +10.4 +9.5

1) 社会保険料の勤労者負担分を含む｡

2) +:財政赤字の減少 (1
991年の物価水準)[出所] DeutscheslnstitutfiirWitschaftsforschung

投入比率も変化するであろう｡これに対 し

,代替ヴァージョンⅠでは, ドイツマルクの名

目為替レー トは一定であると仮定される｡ 従っ

て,輸出財の価格上昇の効果は名目為替 レー ト

の変動によって調整されず,その結果として国

際競争力が悪化し,純輸出は減少する｡ 他方で輸入財価格は上昇しない

ので,全体として国内物価に対する影響は軽微である｡

こ

のことが家計消費の安定につながっている｡輸

出減少のショックはこの家計消費部門の安定に

よっていくらか相殺されている｡その結果,成

長や雇用に対する影響は基本ヴァージョンとそれほど変わらない｡ (1995),

S.219,Tabelle3.

さらにヴァージョンⅣでは,雇用に対する賃金

コス トの影響がより低く見積もられている｡な

ぜなら,元のモデルでは雇用効果がいくらか過

剰に評価されているからである｡ その結果,雇

用効果は明らかに低 く出ている｡すべてのケ

ースにおいて,政府の財政収支は改善さ

れている｡ これは,失業手当の支出が減少する
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表 ト 7 環境税制改革のエネルギー消費に及ぼす影響 (単位 :%)

1995 2000 2005 2

010エネルギー消費の減少*1987年を基準 として ll.1 15.6 20

.6 23.5*1990年を基準 として 8.1 12.

8 17.9 20.9C02の減少*1987年を基準 として 9.4

15.5 21.3 24.8*1990年を基準 として

4.5 10.8 17.1 20.8税 収 (単位10億

マルク) 8.6 58.7 120.8 205.6[出所] DeutscheslnstitutfurWitschaftsforschung(1995),S.223,Tabelle4.

図 1-5 環境税制改革の所得分配に及ぼす影響
1

0.8

0.6

0.4

0.20-0.2 (単位 :%)
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評価では, ドイツの経済成長や国際競争力を根本的に阻害することなく,10年で50万人の

雇用を創出することが可能となる｡ 以上の結果が表1

-6に示されている｡(3) 環境税制改革のエネ

ルギー消費およびCO2排出に及ぼす影響

環境税制改革がエネルギー消費およびCO2

排出に対 して及ぼす影響は表 1-7に示され

てい

る｡表を見る限 り,環境税制改革の実施によって2010年には ドイツの国際公約である198

7年を基準 としたC02の25%削減を達成で きそ

うである｡ もちろん実際にエネルギーや C0 2

の排出がどの

程度減少するかは,法的規制の進展や,長期的なエネルギー価格の趨勢,技術進 21歩,代

替的なエネルギー源開発などに依存 している｡

したがって,表 1-7の結果はこれらの与件の

変化に依存 して変わってくる可能性がある｡

(4) 環境税制改革の家計に対する所得分配上

の影響よく環境税は逆進的であって,低

所得者層により大きな経済的負担をもたらす,と
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所得が月4500マルク (約32万円)までの家計な

ら,改革の結果として負担は軽 くなる｡ 図 1-

5はそれをグラフに表したものである｡ これを

見ればわかるように,改革初年度よりも改革 5

年目のほうが負担軽減の度合いは大きくなって

いる｡ これは,短期的にはさまざまな条件を与

件としてエネルギー節約を行わざるを得ないが,

長期的にはよりエネルギー効率的な自動車に乗

り換えたり,より暖房効率のいい家に住み替え

たりすることによって与件を変化させることが

できるからである｡

2.4. ドイツ経済研究所の環境税論議への貢献

ドイツ経済研究所が示そうとしたことは,仮

にドイツが単独で環境税制改革を行っても,税

収中立的な改革を行 う限り,経済成長 ･国際収

支,所得分配などを悪化させることなく環境を

改善し,雇用を増大させることができるという

ことである｡ そして,これまでにない精確なシ

ミュレーションを行って,環境税制改革の論争

に客観的な議論の土台を提供 した貢献は評価さ

れるべきであろう｡

しかしこの研究によって,環境税制改革がマ

クロ経済的にはプラスの影響を与えることが明

らかにされた一方で,少数のエネルギー集約的

な産業に税負担が集中的にかかってくることも

示された｡それによれば,製鉄業などは改革10

年目には20%も生産費が上昇することが見込ま

れている｡ したがって,この研究は環境税制改

革にともなって分配問題が発生することも明ら

かにしたと言える｡

ドイツ経済研究所は,このような分配問題が

ドイツ産業の国際競争力にネガティブな影響を

及ぼすのを回避するため,EUレベルでの紘一

的なエネルギー課税の実施を促すとともに,移

行措置として,不利を被る産業に対 してなんら

かの負担緩和措置を講じることを提案している｡

ただし,具体的にどのような緩和措置をとるの

が望ましいのかについては一切触れていない｡

しかし,この点がまさに環境税制改革を実施に

移す場合にはもっとも重要なポイントの 1つと

第13号 (1997.4)

なるのである｡

ドイツではこれまでほぼ10年近 くにわたって

環境税制改革の議論が行われてきた｡そして,

あらゆる政党にその賛同者がいるにもかかわら

ず,なぜ環境税制改革が実施されないのかがそ

ろそろ問われなければならない｡結論から言え

ば,環境税の導入と社会保険料の引下げをセッ

トにした税収中立的な環境税制改革案に固執 し

ている限り,現実に環境税制改革が実施される

可能性はほとんどないといってよいだろう｡ 負

担の重いエネルギー集約的な産業は,往々にし

て政治的影響力 も強いか らである (注 3を参

照)｡ またこれらの産業の国際競争力が弱まる

ことは,国民経済上望ましくないとの判断も当

然なされるであろう｡ したがって実現可能性が

あるのは,環境税制改革にともなって発生する

分配問題をなんらかの形で解決できる税制改革

案である｡ このような負担緩和措置を組み込ん

だ制度設計を構想するのは科学者の仕事ではな

く政治家の仕事だとの方針を貫 くドイツ経済研

究所に代わって,この仕事をなし遂げたのが緑

の党である｡ 彼らは1990年の旧提案に代わ り,

デンマークの経験に学んだ新 しい案を1996年に

提案 した｡その意味では, ドイツの環境税制改

革論議とデンマークの環境税制改革の進展には

相互作用の関係があると言える｡

3 線の党による新 しい環境税制改革案

3.1.線の党新提案の背景

1996年に提出された新 しい緑の党案は以下の

ような特徴を有 していた｡第 1に,縁の党は旧

提案に対する批判を受け入れ,改革期間の最後

にはほぼ税収中立となる環境税制改革案を提出

した｡第 2に,にもかかわらず,それまでの移

行期間には社会構造を環境保全の観点からみて

望ましい方向へ誘導するための財政支出を行う｡

第3に,税制改革によって分配上不利を被るエ

ネルギー集約的な産業に対 して分配問題緩和の

ための助成措置を組み込んだ｡第4に,税率の

継続的な引上げを採用 した｡第 5に,既存の補

助金 ･租税特別措置の整理 ･統合を改革に組み
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表 ト 8 最終消費価格に対するエネルギー税の影響 (付加価値税を含む)
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午 税 率 ガソリン 暖房油 天然ガス 石 炭
褐 炭 電 気DM/GJ DM/e DM/e DM/m3 DM/50kg DM

/50kg DM/kwh1996 1.03 0.05 0.05 0

.04 2.09 1.74 0.021997 2.03 0.07

0.09 0.07 3.27 2.72 0.031998 2.8

0 0.10 0.12 0.10 4.50 3.76 0.041999 3.62 0.13 0.15 0.12 5.82 4.86

0.052000 4.51 0.17 0.19 0.16 7.2

5 6.05 0.072001 5.45 0.20 0.23 0.

19 8.77 7.31 0.082002 6.46 0.24 0.

27 0.22 10.39 8.67 0.102003 7.55 0

.28 0.32 0.26 12.15 10.13 0.ll2004

8.70 0.32 0.37 0.30 14.00 ll.67 0.132005 9.94 0.37 0.42 0.34 15.99 13.34 0.15

[出所] DeutscherBundestag(1996),S,47,An

lage3.込んでいる｡ 緑の党提案のこの

ような変化は,この間の ドイツにおける経済環

境の変化と,環境税制改革をめぐる議論の進行

がある｡ ドイツ統一後の ドイツ経済の不調や,東 ドイ

ツに対する財政負担の増大,さらに戦後最悪と

言われる失業率を前に,国民負担率

をこれ以上増大させるような税制改革

は受け容れられないとの認識が,1990年当時よりもいっ

そう強まった｡これらは誰にとっても環境税制改革案を考える上

ででの制約条件となりつつある｡3.2.線

の党環境税制改革案の概要(1) エネルギーおよ

びCO2排出に村する課税の実施緑の党が提出 した法案 (DeutscherBun

des-tag1996)では,エネルギー税を

化石燃料 とCO2排出に50%づつの割合でか

けるほか,原子力エネルギーに対して危険性 (リスク

)に対する割り増 し課税を行う｡ 再生エネルギー

源は課税されな

い｡CO2税の税率は,電気の価格が現在の

水準を下回らないように設定される｡その結果

,平均 1.30マルク (DM)/GJの税率を課し,導入の翌年から税率を毎年 7%づつ上

昇させていく｡税率の決定に際してはさらに以下の

2つの事情が考慮される｡ ま

ず第 1に,連邦政府が定めたCO2削減目標であ

る｡税率はこの目標達成に貢献すべ く定められる｡ 第 2は,エネルギー 表 1-9 税

率,エネルギー税収およ

び1990年を基準としたCO2

削減午 平均税率 税収 199
0年に対するCO2DM/GJ

10億DM 排出削減率 (%)19

95 1.03 18.3 -8

1996 -ll1997

2.02 27.9 -131998 2.79 37.2 -15

1999 3.62 46.5

-162000 4.50 55.5 -182001 5.45 67.0 -19

2002 6.46 78.2 -21

2003 7.54 89.3 -2

22004 8.70 100.3

-232005 9.91 111.1

-24[出所] DeutscherBundestag(1996),S.

47,Anlage2.税の導入が深刻な

分配問題をもたらさないことである｡ この相矛

盾する2つの要請を満たすために,当初は低い税率で導入し,後に徐々に税

率が引き上げられていくことにな

る｡税率は毎年 7%づつ上昇していくことにな

るが,このようにすれば,エネルギー最終消費
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の方策を提案 している｡(1)環境 ･エネルギー関

連税の導入によってガソリン価格を1996年に50

ペニヒ,それ以降は毎年30ペニヒ引き上げてい

く｡ なお,この価格にはエネルギー税,石油税,

付加価値税が含まれている｡(2)個人所有の自動

車に対する自動車税を廃止し,(3)これまで非課

税だった飛行機 ･船舶に対して石油税を新たに

課税｡(4)鉄道部門に対しては石油税を免税し,

(5)走行距離に応 じた, トラックなど重量交通に

対する課徴金を新たに導入｡ これらによって,

交通部門における石油消費量は15年以内に40%

減少することが見込まれている｡

(3) 補助金 ･租税特別措置の整理 ･縮小

緑の党は,たんに環境 ･エネルギー税を導入

するだけでなく,環境に負の影響を及ぼしてい

る補助金 ･租税特別措置の整理縮小を提案して

いる｡ 補助金 ･租税特別措置の整理縮小に関し

ては以下の具体策が提案されている｡

i.石油税の改革

① 無鉛ガソリンとディーゼルの石油税率

の均等化

② 航空機燃料および,製油企業の自家使

用に対する石油税免税の撤廃

③ 公用および,国防軍の石油税免税の撤

廃

ii. キロメータ-一括料金の改革

iii.石炭に対する補助金の撤廃

iv. 連邦幹線道路建設予算の削減

(4) 税収の使途

環境 ･エネルギー税の導入や補助金 ･租税特

別措置の整理 ･縮小によって生じた収入の大部

分は,既存税の引下げに用いられる｡ また,他

の1部 (仝環境税収の2割程度)は社会構造を

環境保全の観点からみて望ましい方向に改革す

るために支出される｡ しかし, 1部の例外を除

いてこのような財政支出は永久的なものではな

い点が重要である｡ 具体的な環境税収の使途は,

以下の通 りである｡

i.所得 ･法人課税の根本的改革および社会

保険料の引き下げ

改革初年度は,既存税の引下げに用いら
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れる税収が全て社会保険料の引下げに充て

られる｡所得および法人課税の根本的な改

革は1998年より開始される｡1998年には,

総減税額は150億マルクに上 り,2005年に

はそれが1020億マルクに達する｡ 所得課税

の改革は,低所得および中所得階層の負担

軽減,簡素化,労働コストの引下げを基本

的な方針として行われる｡ 法人課税改革に

ついても所得税改革と同様の方針のもとに

行われ,中小企業の負担軽減と大企業の負

担増,不公正な租税特別措置の撤廃が指針

とされる｡

ii. 社会的な補償措置

社会保険料の引下げや直接税の引き下げ

による恩恵の及ばない課税最低限以下の所

得階層に対 しても,社会的移転経費から基

金が積まれ,そこから補償が行われる｡

iii.エネルギー転換のための環境保全プログ

ラム

気候保全の政策目標を達成するためには,

エネルギー税と規制を効果的に用いること

が必要であるが,他方で財政支出を行うこ

とによってエネルギー節約に対する投資 ･

再生エネルギーの開発などの施策を行う必

要がある｡

iv. 交通転換のための促進プログラム

縁の党提案では2010年の目標年次までに,

個人交通における自動車から鉄道 ･バスへ

のシフト,貨物輸送におけるトラックから

の鉄道 ･船舶への大幅なシフトが目標とな

る｡ この日標を達成するために,エネル

ギー税による効果を支援するための投資プ

ログラムが組まれる｡

V . 特に負担を被る部門および地域に対する

補償

EUで協調 してエネルギー税の導入が行

われない場合には,税制改革によってとり

わけ負担の大きくなる部門 ･地域に対して,

国際競争上の観点から移行期助成措置を行

うことが正当化される｡

vi.国際的な気候保全基金拠出金
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図 1-6 構造改革促進プログラムに対する支出額の推移
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vii. 州間財政調整制度に対する補正措置

環境税制改革は,既存の税体系の上に成

り立っている州間財政調整制度を変容させ

る｡ したがって,現在行われている財政調

整の機能を環

境税制改革によって阻害しないために,その補

正措置を講じることが必要となる｡viii. 環境税制改革促進のための国際的活動

国際的に共通のエネルギー ･環境関連税

の導入とそれに基づ く環境税制改革の実施

を促さなければ,環境保全上の目標達成が

担保されない｡また,国際競争上の観点か

ら,移行期に限って実施されるはずの助成

措置を続けざるを得なくなり,税体系上の

不公正が温存され

る｡ そのため,国際的な活動によって各国の環境 ･エネルギー税導

入が促される｡ix. 環境税制改革の及ぼす

影響に関しての科学的なフォローアップ

環境税制改革が当初のシミュレーション

で予期 したほど効果をあげえない場合は,

税率の変更を考えねばならないだろうし,

当初の予想以上に深刻な分配問題をもたら

す場合には,なんらかの助成措置を考えざ

るを得ない｡こうした予期せぬ

事態に対応して制度のデザインを適切に変更するため 1

〇＼ ⊂) ,･･
一⊂)'･･-'･→⊂) ⊂

) ⊂ )r＼l r＼J r､]に

も,影響のフォローアップが必要となる｡以

上の支出項目のうち,もっとも重要なのがiの既存税の

引下げであり,税収の使途の大半を占める｡

iiiとivは縁の党提案の独自性が発揮され

ていると言える部分で,財政支出によって積極的

に社会構造を促すためのプログラムである｡

Ⅴは,縁の党の旧提案との違いを際立たせてい

る部分で,環境税制改革によって生じるエネルギー集約部門の負

担を緩和する役割を持っている｡ 支出項目,

iii,iv,V,viは合わせて｢ェ

コロジー的な構造改革促進のための支出プログラ

ム｣と呼ばれている｡ エコロジー的な構造改革促

進のための支出プログラムで,今後10年間に

見込まれている支出は,年間最高550億マル

クにまで達する｡ エコロジー的な構造改革促進

のための支出プログラムはあくまでも,移行期

における適応助成として構想されている｡し

たがって,支出は改革の進行とともに釣鐘状に増

大 していき,やがて減少に転 じる (図 ト6参照

)｡そして改革開始から15年後にはこのプロ

グラムは終了する｡ つまり,縁の党は確かに環

境 ･エネルギー関連税収の1部を補助金として

支出することを提案しているのだが,それはサ

ンセット方式に基づき,やがては廃止される一時
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表 1-10 線の党環境税制改革案の全体像 (単位 :10億 DM)

午 収入面 支出

面エネルギー 交通部門にお 補助金等の 収入合計④ 自家用車社会保険料個人所得. 減税総額⑧ 他の
社会 的 構造改革促進税 ける環境税 撤廃 免税 削減法人減税 補償 プログラム

① ② ③ ⑤ ⑥ ⑦ ⑨ ⑲1996 18.3 28.7 5.5

52.6 10 .5 21.1 0.0 31.6 3.2 17.81997 27.9

43.8 8.7 80.4 10 .5 38.5 0.0 49.0 4.8 26.51998 37.2 57.i ll.8 106.4 10.5 40.9 15.0 66.4 6.4

33.71999 46.5 69.0 14.7 130.2 10.5 47.6 25.0

83.1 7.8 39.2ヱ川瀬 55.5 79.7 17.5 152.7 10.5 51

.4 35.0 96.9 9.2 46.62001 67.0 89.8 20.4 177.2

10.5 60.6 45.0 111.6 10.6 50.42002 78.2 99,2 23

.3 200.7 10.5 67.1 58.0 135.6 12.0 53.12003 89.3

108.1 25.3 222.7 10.5 72.2 72.0 154.7 13.4 54.62004 100.3 116.4 27.2 243.9 10.5 76.6 87.0 1

74.1 14.6 55.12005 111.1 124.3 29.1 264.5 10.5 81.4 102.0 193.9 15.9 54.7

[出所] DeutscherBundestag(1996),S.

51,Anlage8.[注] ①+②+③-④,⑤+⑥+⑦-⑧,④-⑧+⑨+⑲

続的な支出となる｡緑の党による環境

税制改革案の総合的な収支勘定は次ページの表

1-10に示されている｡(5) 産業に対す

る適応助成措置緑の党の環境税制改革案では,税収の支出

項目の 1つとして産業に対する環境税制改革適応助成措

置が組み込まれている｡ 緑の党がこのような分配

問題緩和措置の導入が必要だと認識 したことが,こ

の間の ドイツ環境税制改革論議の変遷を象徴 している

｡ そして,いかなる助成措置を行 うべ きかを検

討 した Bundnis90/DieGrdnen(1996)を見ると,デンマークの経験を

かなり参考にしていることが分かる｡ 縁の党は

,助成措置の根拠を(1)ドイツ産業の国際競争力に

対する配慮,(2)環境税制改革に適応するに

はある程度の時間を要する場合があるので,そ

の移行期間における適応促進,の2点に求め

ている｡助成措置の詳細はまだ議論の段階のよ

うであるが,その基本的な方針は以下のよう

になっている｡助成措置は,適用税率の引下

げの形で行われ,その適用対象はエネルギー集

約的な産業に限られる｡助成を行 うか否かの基

準はその産業のエネルギー集約度に依存する｡ こ

こでのエネルギー集約度とは,租生産額に占めるエネルギー 税負担額

の割合で定義される｡ 税率はエネルギー集約度

に応 じて最大20%にまで引き下げられる｡ た

だ,これらの助成措置は永久的なものでは

なく,定期的にその産業のエネルギー集約度の改善などがチェックされ

,見直 しを受ける｡また,助成規模 も段階的に

縮小されていき,最終的には廃止される｡

以上の助成措置は,もし将来的にEU共通エネルギ

ー税が導入され,国際競争上の不利益が取 り除かれればその段階で廃止される｡

4 財政学の立場からの環境税制改革案批判4.1.税制の目的さまざまな研究機関 ･

政党による環境税制改革の提案に対 しては,反対ではないも

のの,批判的な立場 をとる財政学者が多い (Z

immer一mann 1996a,1996b,Bergmann undEwrin

g一mann1989,Ewrlngmann1994,Linscheidtun

dTruger1995)｡ 彼らが共通 して
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れてこそ,他の3目的を満たすことも可能にな

るという関係があるからである｡ 環境政策上の

要請はこれら3目的に新たに加えられるべき税

制の新しい目標であるが,財源調達目的に反す

るものであってはならない｡以上が ドイツにお

ける財政学者の,税制の目的に関するどちらか

と言えば伝統的な考え方である｡

彼らが環境税制改革案に対して行う批判の最

大のポイントは,環境税制改革が,この財源調

達目的を満たすことができないという点にある｡

彼らによれば,既存税体系は,所得税 ･付加価

値税の安定した税収によって支えられているの

であり,今後も基幹税のそうした役割は変化す

ることがないであろうとの立場に立っている｡

そして,いくつかの租税を環境政策や所得再分

配など,政策目的のために振 り向けることがで

きるのは,これら基幹税が安定的な税収をあげ

ているからである,としている｡ これに対して

環境税は,その政策効果を達成すればするほど

税収が減少していくか,もしくは,税収は確保

されるが政策目的が達成できないというジレン

マを持っているという6)｡

しかも, ドイツにおける環境税の法的根拠が,

ドイツ財政法上の ｢特別課徴金｣に求められる

とい う点 か ら来 る制 約 も, 問題 とな る

(BergmannundEwringmann1989,S.63-67)｡

特別課徴金は,一般の租税とは異なる概念であ

る｡ 租税が公共活動の基盤となる財源を調達す

るという課題を持っており,この負担を市民へ

割 り振るときには,比例性 ･普遍性 ･公平性の

原則が適用されるべきである｡ これに対して特

別課徴金は,公共活動によって特別の便益が発

生するが,これを享受する特定の集団,もしく

は個人に対して課せられる｡ これは,ある特定

6) 短期的には,税収は必ずしも不安定にならないと考え

られる｡なぜなら,本文の図 卜 4を使っていえば,梶

率 t*のもとではe*まで排出の削減を行うが,そこが

最適点なので,それ以上排出削減を行うインセンティブ

は当面働かない｡したがって税収も α で安定する｡し

かし,長期的には技術革新を行って限界削減費用曲線を

MClからMC2へとシフ トさせるかもしれないので,

税収もそれにともなって減少していく可能性がある｡
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の集団,もしくは個人において特別の便益とそ

の費用負担が対応していることを意味するので,

特別課徴金からの収入は,当該集団もしくは個

人の課題にとって有益なように支出されるべき,

という条件が付けられるのである｡ 従って特別

課徴金はおのずから使途を限定された目的税と

なる｡ ところが,目的税は税収の使途を特定化

することによって財政を硬直化させることにつ

ながるので,その導入は原則として戒めるべき

であるとされている｡

以上の財政学の観点からすれば,特別課徴金

としての環境税は,税体系全体の中できわめて

マイナーな役割を演ずる周縁的かつ例外的な租

税であるということになる｡ 反対に,もし特別

課徴金としての環境税に所得税などの基幹税と

同様の位置付けが与えられ,目的税の税制に占

める位置が大きくなるならば,財政の自由度が

低下し,所得再分配 ･地域間財政調整機能が危

機にさらされると彼らは危倶 している｡ 彼らの

主張をまとめると,特別課徴金としての環境税

は財源調達手段として不安定であることに加え

て,目的税であるために所得 ･地域間再分配機

能を担いえず,所得税などの基幹税のオールタ

ナテイブとはなり得ない｡したがって,環境税

は環境政策上必要とされている領域で,小規模

な特別課徴金としてのみ導入されるべきである｡

環境税はあくまでも環境政策における経済的手

段であって,税体系一般の機能とは切 り離され

るべきだ,とされる｡

4.2.批判は妥当するか?

しかしながら,以上の批判は,環境税制改革

案に村する決定的な批判とはなっていない｡ま

ず特別課徴金の概念であるが,これは対象とす

る領域が水や廃棄物など,地域的 ･空間的に限

定されており,税収も比較的小規模で便益と費

用負担の関係が分かりやすい場合に課税の根拠

を説明できると言える｡ ところが,酸性雨や地

球温暖化問題などのグローバルな環境問題の場

合は,特別課徴金の概念で課税の根拠を説明す

ることはできない｡地球環境問題の場合は,刺



28 調査と研究 第13号 (1997.4)

御の対象が不特定多数で,それゆえに費用負担

と便益の関係が必ず しもはっきりしない場合が

多くなる｡ また,大規模な税収をもたらす可能

性のある環境税が特別課徴金として目的税化さ

れてしまうと,税別の機能に大きな支障をきた

すのは当然である｡ したがって,環境税制改革

の提案者たちは,現在では一致して目的税では

なく,税収中立的な環境税制改革と言っている

のである｡

問題はむしろ,環境税が財源調達目的を満た

しうるのかどうかという点であろう｡この点で

は緑の党のシミュレーションも示している通 り,

税収は減少するどころか,増加 していくことが

予測されている (表 1-9参照)｡これは主とし

て税率が徐々に引き上げられていくことによる｡

したがってC02は削減されても,税収は増え

ていくのである｡ 税収中立的な環境税制改革で

は,この税収増過分に対応して既存税が削減さ

れるため,税体系の財源調達機能が損なわれる

ことはない｡

残る問題は,環境税制改革が税体系の所得再

分配機能を弱体化させるという点である｡ もし,

環境税制改革が所得税を引き下げて環境税を導

入するというや り方で行われるならば,この批

判は仝 くその通 りであると言うはかない｡しか

し,環境税制改革においても,環境税の導入と

引換えに,例えば同様に逆進的な付加価値税を

引き下げるような改革を行えば,税制の所得再

分配機能を現状よりも悪化させないようにする

ことは可能である｡

より重要なのは,1980年代以降世界各国の税

制が全体として所得再分配機能を喪失しつつあ

るという現実である｡80年代以降のヨーロッパ

における税制改革は,所得税の引下げと累進制

の緩和,法人税の引下げと租税特別措置の整理,

そして付加価値税依存の増大といった要素に

よって特徴付けられる｡ このような税制改革の

流れにドイツも合流 しようとしており,1998年

から始まる抜本的税制改革において, ドイツ政

府は所得税および法人税の引下げを目指 したが,

後述するように環境税制改革論議もこのような

流れの例外ではない 7)｡

したがって税制の所得再分配機能の喪失とい

う批判は,環境税制改革案だけでなく,現在の

世界的な税制改革の動向に村しても同様に向け

られるべきである｡ しかも,このような税制改

革の動向は,経済のグローバル化にともなう国

際競争の激化を背景としており,税制が所得再

分配機能を喪失していくのをくい止めるのは困

難であるように思える｡ これらの事情を制約条

件として認識 した場合,なおかつ公正な税体系

を構築するにはどうすればよいのであろうか｡

そして,その場合にどのような公正基準を採用

すればよいのか｡環境税制改革もこの点で,グ

ローバル経済下における公正な課税体系の構築

という問題と切 り離して考えることはできない

が,詳細は次節で展開することにしたい｡

4.3.既存税体系を出発点とした改革

財政学の立場からの批判には,確かに環境税

制改革論議の陥陣を突いている点もある｡ それ

は,環境税制改革案が大規模な環境税を新たに

導入し,既存税のどれかを削減することによっ

て税体系を一気に変えてしまうことを想定して

シミュレーションを行っている点である｡これ

はあくまでも一種の思考実験であり,環境税制

改革が完成した暁に,どのようなインパクトが

生じるのかを理解する限りでは意味がある｡ し

7) 日経新聞1997年3月22日｡記事によれば, ドイツの政

府 ･連立与党は大幅な法人税減税を柱とする98年税制改

革法案を連邦議会に提出した｡それによれば,法人税の

基本税率を現在の45%から40%へ引き下げるなど企業の

税負担を軽減,国際競争力を強め,外国資本などの投資

を促すことによって雇用を確保することを狙いとしてい

る｡これは,1999年にかけて実施される抜本的税制改革

の第1段階と言えるもので,最終的に法人税率は35%に

まで引き下げられることになる｡他のポイントとしては,

法人内部留保のうち,配当に充てる分に対する法人税の

基本税率が30%から28%に引き下げられる｡また,旧東

独地域のための連帯賦課金 (所得 ･法人税額の7.5%)

が5.5%に引き下げられる｡さらに,日経新聞1997年 2

月19日の記事によれば,他のEU諸国にない財産税の徴

収をこの年の1月からやめ,営業資本税も廃止を検討す

るなど,企業立地に不利な税制を次々に改革していこう

としていた｡しかし,これら試みは,野党社会民主党の

反対にあって挫折した｡
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かし,現実には税制をこのように一気に変える

のは不可能である｡これに対 し,日本でもドイ

ツでもエネルギー関連税や道路 ･自動車関連税

が実施されており,これらの既存税は,やり方

次第によっては環境税に転換することが可能で

ある｡このような意味で,エヴリングマンは既

存税制から出発 し,環境税制改革へと至る道筋

が環境税制改革論議においてほとんど議論され

ていないことを問題にしているのである｡

確かに,デンマーク,オランダ,スウェーデ

ンなど,環境税制を充実させた国々では,新税

の導入も行ったが,既存のエネルギー税を整理

統合したり,課税ベースをエネルギーから炭素

へと変更することによって環境税 としている

ケースも多い｡現実的な環境税制改革への方途

を考えるならば,これらのエネルギー税や租税

特別措置 ･補助金の位置付けをどう考えるべき

なのかがもっと議論されてよいと思われる｡

5 ドイツ環境税制改革論争の批判的評価

5.1.負担緩和措置による実行可能性の上昇

1990年代に入ってスウェーデン,デンマーク

などの北欧諸国で,環境税制改革とみられる税

制改革が相次いで実施された｡これらの実施例

からドイツにおける環境税制改革の提案者が学

んだことは,エネルギー集約的な産業に集中的

にかかってくる環境 ･エネルギー税の負担を,

なんらかの形で緩和 しない限り,環境税制改革

の実現性はほとんどないだろうということで

あった｡他方 ドイツでは,ヨーロッパで最も早

く環境税制改革をめぐる議論が始まったにもか

かわらず,実施見通しは依然として立っていな

かった｡他方,スウェーデン,デンマークでは,

環境税の導入とともに,分配問題が顕在化しな

いようエネルギー集約的な産業に村する補償措

置を環境税制改革に組み込んでいることも,よ

く知られるようになってきた｡これらのことが,

ヴァイツゼッカーや緑の党など,環境税制改革

の代表的な提案者たちが,分配問題の緩和措置

をいかに改革案に組み込むかが重要なポイント

の1つだと考えるきっかけとなった｡前節で紹
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介した緑の党の改革案は,現在最も分配問題の

緩和措置について熱心に検討を行っている提案

であると言える｡

以上の結果,最近の環境税制改革案の実行可

能性は,大幅に高まった｡緑の党の環境税制改

革案に代表されるように,負担緩和措置が組み

込まれた環境税制改革の下では,エネルギー集

約的な産業でさえ負担の増大はほとんど取るに

足らぬものになるからである｡ 環境税制改革の

提唱者たちは,10年前に比べてより温和な改革

を提示することに務めているように見える｡ し

かし,このようにして環境税制改革の実行可能

性が高まることは,評価できることなのであろ

うか｡

5.2.実行可能性の高い環境税制改革案の問題点

ドイツにおけるこのような負担緩和重視の動

向は,デンマークをきわめて意識したものだと

言えるだろう｡ この結果,環境税制改革を通じ

ていかに総合的な社会改革を行うかではなく,

どうすれば環境税制改革が実施できるかに議論

の焦点が移ってしまった｡10年前と比較して,

環境税制改革をめぐる論議がより現実的になり,

実行可能性が高まった点は評価できる反面,あ

るべき環境税制改革像についてあまり関心が払

われなくなった｡このため,現在 ドイツで行わ

れている議論は,以下のような問題を学んでい

ると言える｡

第 1に,現在の環境税制改革案は,当初の

『環境破壊なき雇用』の精神から徐々に乗離し

ていっているようである｡『環境破壊なき雇用』

の精神は,最大の社会問題である環境問題と失

業問題を同時に解決するという点にあった｡し

かし,現在緑の党で検討されているような負担

緩和措置が組み込まれ,環境税制改革に対する

受容可能性が高まれば高まるほど皮肉なことに,

環境税制改革の雇用増加に対する効果は小さく

なってしまう｡ なぜなら,本来雇用増大を目的

として社会保険料負担の軽減という形で企業に

還付されるはずの環境税収が,産業の負担緩和

措置のための財源となってしまうからである｡
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したがって,雇用目標と環境税制改革の実行可

能性は, トレー ド･オフの関係にあると言える｡

第 2に,あまりにも産業の負担を緩和するこ

とに関心が向けられると,肝心の環境政策上の

効果が発揮できなくなってしまう｡エネルギー

集約的だからという理由のみで税負担を軽減す

るのであれば,環境 ･エネルギー関連税は

CO2削減-のインセンティブとはならず,環

境政策上ほとんど無意味となるであろう｡

第3に,税負担の公平性の問題がある｡ 緑の

党提案がそうであるように,環境 ･エネルギー

関連税の負担緩和措置はもっぱら産業が対象で

ある｡ もしそういう方向でのみ負担緩和措置が

考慮されるのであれば, ドイツの環境税制改革

案も,デンマークと同様,税負担の公平性の観

点から批判的に検討されねばならない｡デン

マークでは国際競争上の観点から,産業に対し

て手厚い負担緩和措置を組み込んだ環境税制改

革を実施した結果,環境 ･エネルギー関連税負

担の大部分は家計 ･交通部門によって担われる

ことになった｡このような税負担の配分が応益

原則であれ,応能原則であれ,なんらかの課税

原則上の公正基準に基づいた結果であるならば

問題はない｡しかし,実際はそうではなく,国

際競争力の保持という政策的配慮が税負担の配

分に決定的な影響力を及ぼしたのである｡ この

場合,激しい国際競争にさらされている部門か

ら優先的に税負担が軽減される｡

このような課税政策はどのような問題をもた

らすのであろうか｡環境税の導入がそもそも正

当化されるのは,まず,それが汚染の削減に寄

与するという政策上の機能を有しているからで

ある｡しかし,同時に環境税は,環境汚染にと

もなって発生するコストを汚染に対する寄与度

に応じて公正に配分するという機能を有してい

るからこそ正当化されるのである｡前者が政策

課税としての環境税の正当化であるのに対し,

後者は公正な課税原理としての環境税の正当化

であると言える｡ しかし,デンマークの環境税

制改革のように産業笹対する負担緩和措置が手

厚 く組み込まれてしまうと,環境税の政策課税

としての機能が無意味になってしまうのみなら

ず8),税負担を環境汚染への寄与に基づいて公

正に配分するという機能も失われるという問題

が生じる｡ したがって,実行可能性の高まった

環境税制改革は,上述のいずれの根拠づけに

よっても正当化することができなくなるのであ

る｡

5.3.グローバル経済下における公正な税体系の

構築と環境税制改革

ドイツで環境税制改革論争が開始された1980

年代は,根本的な取 り組みを必要とする社会問

題がいずれもグローバルな広がりを持っている

ことを強く印象づけられた時期でもあった｡2

度にわたる石油ショックをうまく乗 り切れな

かった ドイツは,80年代に低成長と高失業率の

時代に入ることになった｡これは,宮崎義一も

指摘しているように,多国籍企業の飛躍的な成

長とそれらの国内続制からの逃避といった動向

と軌を一にしており,それに対応して国際的な

資本移動の自由化が実施されたことに伴う経済

構造の変動を背景としている (宮崎 1986)｡こ

のため,1973年に変動為替相場制が採用され,

国際的な資本移動の自由化が始まると,ケイン

ズ主義的な財政拡張政策はかつてほど有効では

なくなってしまったのである｡ なぜなら開放経

済体制下では,景気回復のための財政拡張政策

は為替レー トを切 り上げ,かえって自国の貿易

収支を悪化させるというネガティブな帰結をも

たらすからである｡ 逆に言えば,ケインズ主義

8) ここでは,政策課税 としての環境税 として,ボーモ

ル=オーツ税のことを念頭に置いている｡ボーモル=

オーツ税は環境目標を費用効率的に達成する目的で実施

される税であるが,デンマークの炭素税はCO2削減目

標を実現するために導入されたので,その趣旨はボーモ

ル=オーツ税に基づいていたと考えることができる｡し

か し,デンマークで実施されているCO2税は以下の2

点で政策課税としてのボーモル=オーツ税とは異なって

いる｡第 1に税率の水準ががなり低く設定されているの

で,CO2削減目標の達成には不十分であること｡第2

に,異なるエネルギー用途に対して異なる税率が適用さ

れるので,限界排出削減費用が各排出者間で均等化され

ず,結果として費用効率的な排出削減が達成されないこ

と｡
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的な財政政策が有効となるためには,民間資本

の国際移動に関する統制の存在が前提条件とな

る｡ この結果,80年代の ドイツは財政拡張政策

を用いても失業問題を解決できず,やがて10%

近くの失業を抱えることになった｡他方,80年

代は環境問題のグローバル化によっても特徴付

けられる｡ 第 1節でも触れたが,酸性雨問題の

ように国境を越える環境問題や,地球環境問題

の顕在化は,環境問題がもはや一国内部では解

決不可能なほど,空間的にも,規模的としても,

広がりをもつようになってきたことを示してい

た｡

ドイツにおける環境税制改革のアイディアは,

これらのグローバルな問題をいかに矛盾なく解

決するかという問題意識から生まれたと言える｡

同時に,規制緩和 と公共部門の民営化によって

市場を活性化することが,競争力の回復につな

がると主張するドイツ財界の政策提言に対する

オールタナテイブとしての意味も持っていた｡

しかし,90年代に入ると世界的に規制緩和 ･金

融自由化が行われ,経済がいっそうグローバル

化するとともに国際競争が激化した｡特にドイ

ツ経済にとって驚異となったのは,資本主義化

した東欧諸国と急成長を遂げた東アジア諸国で

あった｡そのため, ドイツでは ｢企業立地とし

ての ドイツ｣というテーマで論争が巻き起こさ

れた｡この論争を支配していたのは, ドイツは

もはや企業にとって立地上の魅力を失っている

のではないかという危悦であった｡高い労働コ

ス ト,企業活動の自由を奪うさまざまな規制,

ドイツ企業にとって重い負担となっている法人

税の存在など,この論争では,企業立地として

の魅力を失わせていると考えられるありとあら

ゆる要素が洗い直された｡税制もこの例外では

ない｡

この結果, ドイツの政府 ･与党は既に述べた

ように,法人税の段階的な引下げを含む,税制

改革法案を提出した｡この税制改革法案では,

上述の論争を受け,法人税の負担軽減によって

ドイツ企業の国際競争力を回復することに主眼

が置かれていた｡ ドイツのこの試みは,経済の
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グローバル化に伴う国際競争の激化がいかに税

制に大きな影響を及ぼしつつあるかを物語って

いる｡ 実際,他のEU諸国は80年代 より所得

税 ･法人税の引下げを実施しているし,アイル

ランドのように,一定の条件を満たす進出企業

に対 し,たった10%の法人税率を適用 して自国

-の資本流入を促 している国もある｡ これに対

し,OECD加盟国で最高水準の45%の法人税

率を適用 しているドイツが,脅威と感 じるのは

当然であろう｡

このような国際競争の圧力は,各国の課税当

局に税の引き下げ競争-と走らせる誘因となる｡

そして,こういう状況下では,環境税制改革に

よって企業に汚染への寄与度に応じた負担を求

めることがいかに困難であるかも理解できる｡

これを所与の条件として環境税制改革を実施し

ようとすれば,緑の党提案のように,企業負担

の緩和措置を組み込まざるを得ないのは当然で

あると言えよう｡ しかし,このようにして実施

された環境税制改革は,環境政策上どのような

意味があるのか,また税負担の公平性が確保で

きるのかという点で,大いに疑問であることは

既に述べた｡国際競争力-の配慮に強く動機づ

けられた税制の構築が問題を李んでいることは,

デンマークの政策担当者であれ,緑の党であれ,

環境税制改革を構想する者によって認識されて

いる｡ だからこそ,彼らは産業に村する負担緩

和措置はあくまでも他のEU諸国が共通環境 ･

エネルギー税を導入するまでの過渡期の措置で

あると強調するのである｡ 以上のことは,環境

税制改革を構想する場合にも,国際競争の税制

に村する圧力を考慮せざるを得ないことを示し

ている｡

それでは,環境税制改革を公正な税体系構築

の中で位置づけるのは困難なのであろうか｡

ヴァイツゼッカーは,上述のような国際競争の

激化と税制の関係を認めつつも,環境税制改革

による公正な税体系の新たな構築が可能である

と主張する｡ 彼は,国際競争力の観点から,餐

産 ･法人課税を引き下げる方向で税制を改革せ

ざるを得ないとしても,その代替財源としては,
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付加価値税よりも環境 ･エネルギー税が望まし

いというのである (ヴァイツゼッカー 1994,

182-183ページ)｡なぜなら,第 1に環境税は

汚染を制御 し,外部不経済を内部化することに

よって経済厚生を高める政策課税としての機能

を果たすことができるからである｡ 第2に,環

境に負荷を与える活動を行っているものがそれ

だけ重い税負担をするという点で,汚染者負担

原則に基づ く公正概念にも合致する｡ 第3に,

分配面に及ぼす影響でも,環境税は付加価値税

ほど逆進的ではない可能性もある｡ この点を判

断するには,環境税制改革が分配面でどのよう

な影響を及ぼすかを示す図1-5が参考になる｡

これを見るとドイツ経済研究所のモデルに基づ

く環境税制改革が実施された場合,少なくとも

家計に対 しては逆進的なインパクトを及ぼすこ

とはないことが分かる｡ 以上の理由から,付加

価値税の引上げではなく,環境税制改革の枠組

みで法人 ･所得税改革を実施することこそが,

グローバル経済下における公正な税体系の構築

につながる可能性があるという9)｡

問題はグローバル経済下において,いかにそ

れを実行に移すかであろう｡ まず第 1段階の過

渡期においては,デンマークや緑の党提案のよ

うに,個々の国が個別に環境 ･エネルギー税を

導入していくことになるだろう｡ この場合,す

べての国が環境 ･エネルギー税を導入している

わけではないから,エネルギー集約的な産業に

対する負担緩和措置の導入もやむを得ない｡し

かし第2段階では,少なくともEUまたはOE

CD加盟国レベルで税制を調和させる努力を行

い,共通環境 ･エネルギー税にまで統合してい

く必要がある｡ そうすれば国際競争力の問題は

9) もっとも,ヴァイツゼッカーはグローバル経済下にお

ける公正な税体系に関する規範理論をもっているわけで

はないことに留意する必要がある｡このため,公正な税

体系に関する議論も,課税ベースの問題をきっちり検討

した上で行っているわけではなく,経済のグローバル化

を所与とすれば,付加価値税よりは環境税のほうがより

｢まし｣であると言っているにすぎない側面もある｡し

たがって,グローバル経済下における公正な税体系にと

は何かというテーマ関する詳細な議論は別途改めて行う

必要があろう｡

第13号 (1997.4)

クリアーされ,過渡的な負担緩和措置も廃止す

ることが可能となるであろう10)｡

II デンマークにおける環境税制

改革の展開

1 は じめ に

デンマークは1993年,1995年の2度にわたり,

環境 ･エネルギー関連税を拡充 ･創設し,それ

とひきかえに個人所得税を引き下げるという税

制改革を行った｡環境税の導入に伴う税制改革

は,スウェーデンなどのスカンジナビア諸国や

オランダでも行われたが,デンマークの場合は

特に,(1)環境 ･エネルギー関連税収のGDPに

占める比率が高いこと,(2)デンマークがヨー

ロッパの小国であることを反映して,産業保護

措置の体系を組み込んでいることの2点によっ

て特徴づけられる｡

デンマークの税制改革が,国税総収入に占め

る環境 ･エネルギー関連税の比率を高め,税制

全体をより ｢グリーン化｣することをねらった

という点で,これを環境税制改革と呼んでもよ

いであろう11)｡もっとも,この改革があまりに

10) このような税制の調和は絵空事ではない｡EUでは60

年代から法人税制の調和をめぐる議論が続いているが,

これまでうまく行かなかった｡75年にEC委員会が税率

45-55%の共通法人税制を加盟各国に義務づける指令案

をまとめたが,棚ざらしのまま90年に廃案となった｡ま

た,法人税率を30-40%に収赦させるべきだとしたルー

デイング委員会報告も事実上却下された｡しかし,欧州

通貨統合をにらんで,再び税制の調和への議論が活発に

なっている｡税制の相違を残したまま通貨統合が進むと,

ますます国際的な資金移動が活発となり,各国ともそれ

に対応するために税の引き下げ競争に走らざるを得なく

なるからである｡そこでEUの税制調和を進め,税の引

き下げ競争に歯止めをかける必要性が出てきたのである｡

EU加盟国は,当面利子 ･配当所得税と法人税に限って

調和を模索することで一致したほか,現在 ドイツとフラ

ンスは欧州の単一税制 ･社会保障制度を検討やであると

いう (日経新聞,1997年 2月20日)0

ll) 環境税制改革とは一般に,環境 ･エネルギー関連税の

導入とひきかえに所得税,法人税,付加価値税などの既

存税を引き下げることによって,税制全体の中で環境 ･

エネルギー関連税の比率を高めるような税制改革を指す｡

このような税制改革は,2つの立場から正当化されうる｡

まず第 1は最適課税論である｡それによれば,環境/
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も国内産業に配慮 しすぎているために,環境税

制改革の名に真に値するのかどうか疑問に思わ

れるほどである｡ にもかかわらず,デンマーク

の環境税制改革は以下の2点において興味深 く,

したがってケース ･スタディを行う価値がある

と考えられる｡

まず第 1に,環境税の導入がデンマークのよ

うに,開放経済下の小国によって単独に行われ

る場合にはいかに制度設計をすべきかという問

題がある｡ これは,環境税の導入がマクロ経済

に影響を及ぼし,生産コス トの上昇を通じて国

内産業の国際競争力を弱める可能性についてど

う対処するのかという意味で,普遍的な問題で

もある｡ 第2に,環境 ･エネルギー税の負担が

国内産業の中でも特にエネルギー集約的な 1部

の産業に集中する可能性があるが,このような

分配問題を税制改革の中でどう解決すべきなの

かという問題がある｡

これら2つの問題は端的にいえば,いかに産

業の負担を軽減するかということだから,一見

すると環境税制改革をいかに ｢骨抜き｣にする

かという問題だとみなされかねない｡しかし,

他方で ドイツのように環境税制改革をめぐって

＼税は外部不経済を内部化し資源配分の歪みを是正するの

で,その導入は望ましいとされる｡他方,所得税 ･法人

税はそれぞれ労働供給 ･貯蓄を阻害し,超過負担を生み

出しているので,これらが引き下げられることは望まし

い｡したがって環境税の導入とひきかえに所得 ･法人課

税を引き下げるような環境税制改革は2重の利益を社会

にもたらすことになる (2重配当論)｡このような最適

課税論に基づく環境税制改革の論議は,1980年代から国

際的な潮流になってきた税制改革の流れと軌を一にする

ものである｡つまり,できる限り経済に対して中立であ

り,簡素な税制こそが望ましいとされたのである｡この

ほか,環境税の導入がもたらす逆進的な影響を相殺する

ために,付加価値税の減税を行うのも1種の環境税制改

革として位置づけることができる｡

環境税制改革の第 2の根拠はWeizs畠cker(1992)に求

めることができる｡彼は税制のあり方の変更そのものを

目的とするのではなく,むしろそれを社会構造変革の手

段としてとらえた｡彼の主張は,ヨーロッパの経済社会

が抱える失業問題を反映して,環境税制改革による失業

と環境問題の同時解決を謳っている｡ヴァイツゼッカー

はそれだけでなく,30-40年といった長期的視野で環境

税制改革を継続し,技術革新を引き起こすことによって

大量消費 ･大量廃棄社会からエコロジー的な産業社会へ

の転換を構想しているのである｡
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議論が百出している国で,なぜ環境税制改革が

実行されないかを考えさせてくれる問題でもあ

る｡ つまり,環境税制改革を現実に実行 しよう

とすれば,大なり小なりデンマークが直面した

問題に他の国も直面せざるをえないのである｡

したがって,上述の2つの問題をなんらかの形

で解決しない限り, ドイツであれ,デンマーク

であれ,環境税制改革を実行に移すのは難しい

であろう｡だからといって,デンマークの環境

税制改革をそのままで手放しに評価することも

できない｡ポイントとなるのは,他の国が環境

税を導入せず,したがって単独で環境税制改革

を行わざるをえない移行期において,デンマー

クの環境税制改革をどう評価すればよいのかと

いうことである｡本報告では,デンマークの環

境税制改革を上述のような観点から検討し,移

行期における環境税制改革としての評価を行う

ことにしたい｡

2 デンマーク環境税制改革の背景

2.1.デンマークのエネルギー政策と税制の歴史

デンマークは1970年代後半以来,OECD

諸国間で最もエネルギー ･交通 ･化石燃料に対

する課税の国家税収に占める割合が高い国の1

つであった｡これらの課税による税収総額は毎

年 300億 DKK (デンマーク ･クローナ)に達

し,国家総税収の10-12%を占めてきた｡この

割合は,新環境税の導入によって今後も伸びて

いくものと予測されるが,デンマークの環境 ･

エネルギー課税に村する依存度のこのような高

さは,そのエネルギー政策と密接な関係を有す

る (Andersen1994,p.47)｡

現代デンマークにおけるエネルギー政策の開

始は1973年の石油ショックに求められる｡ エネ

ルギー自給率の低かった当時のデンマークは,

原油価格の高騰による経済的混乱に深刻な

ショックを受けた｡それ以来,デンマークは輸

入原油に対する依存からできる限り脱却しよう

としてきた｡その有力な手段の 1つがエネル

ギー税であった｡エネルギー税の目的は,石油

や電気に課税することによってエネルギー需要
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図2-1 環境関連税収のGDPに占める比率 (単位 :%)

⊂)N寸＼. 〇〇〇⊂)N 寸＼.Do〇⊂
)【■■- rL- 【､- ｢､ ト CC CXB CC OO CCOヽ○ヽロ＼○ヽくつ＼くつ＼くつ＼ロ＼ロ＼くつヽくつ＼くつ＼1..･■▼･.･･■-▼･.･･一▼･.一一一11.･.■▼･.･･■▼･.･･■一.･･1▼･.･･
■[出所] MILJのstyrelsen(1994),p.1,Fig

ure1.を抑制するとともに,エネルギー供給を

石油から他のエネルギー源-と転換することにあっ

た｡図 2-1は,エネルギー税および環境関連税

収の推移を示 している｡ それを見ると,エネルギー税は1977年に導入され,1986年まで

はその税収がGDPに対 して0.5-1.0%
という比率をコンスタントに保っていたことが分かる｡ し

かし,1986年に石油価格が顕著に低落したため

,エネルギー価格の水準を落とさないよう税率

が引き上げられた｡その結果,それ以降エネル

ギー税収のGDPに占める比率が一気に上昇したのである

｡ ただし,このエネルギー税はもっぱら家計部門に対 して

課せられており,企業は全額免除されていた点は注意を有

する｡最近になって,かつては総エネルギーの%を頼っていた輸入原油からの脱却が進
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ことによる雇用の増大を目的とした税制-

の移行｡

(4) 外国企業に村する国際競争力低下の回避｡

3 1993年の税制改革

3.1.デンマーク税制改革の全体像

1993年におけるデンマーク税制改革の主要目

的は,個人所得税の平均税率を52%から44%に

引き下げ,特に高額所得者に対する限界税率を

引き下げることであった｡環境税からの税収増

加分は,だいたい所得減税財源の易を賄 うよ

う設計されていた｡税制改革に関する他の重要

なポイントとしては,株式等の資産取引にとも

なって発生する譲渡所得に対する課税強化など

がある｡ これらが合わさって所得税減税の財源

を賄 うことになっていた｡デンマーク税制はこ

れまで,他のヨーロッパ諸国と比較すると,個

人所得税に対する依存度が高 く,他のヨーロッ

パ諸国が所得税率を引き下げる中で,デンマー

クの個人所得税 も改革の必要性に迫られていた｡

そういう意味では,デンマークはこの税制改革

によって,80年代以来ヨーロッパで進行 してき

た税制改革の流れに合流 したということができ

る (Andersen1994,p.47)｡

他方,1993年以前のデンマーク税制はエネル

ギー課税に対する依存度が高かったとはいって

ち,環境政策の観点から見るならば,首尾一貫

した政策がとられていたわけではなかった｡つ

まり,当時のエネルギー税の税率は,各燃料ご

とにばらばらに決定されてお り,エネルギー含

有量や,CO2排出量などを基準にして統一的

な税率設定が行われていたわけではなかったの

である｡ この点で,1993年からエネルギー税の

課税ベースの一部が C02へ と転換されるとい

う形で CO2税が導入され,1996年にSO2税や

その他の環境税が創設されたのは注目されるべ

き動向である｡ これは,新たに環境政策上の要

請に基づ く租税政策が開始されたという側面と,

デンマークのエネルギー税制がエネルギー政策

の色彩を薄め,環境政策的な色彩を強めてい く

側面との両面が見受けられる｡
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環境関連税の導入については,もちろん批判

があったものの,議会の与野党にまたがる幅広

い合意が形成されていたとみることができる｡

Andersen(1994)によれば,環境関連税の導入

に関わる法案は,新 しい社会 ･民主連立政権に

よって提出されたが,それは基本的にその前の

保守 ･自由連立政権によって準備されていたも

のであるという｡ また,世論調査で も,改革前

の1991年時点では80%,改革実施後で も50%の

国民が環境関連税制の導入に対する支持を表明

したというから,国民レベルでも改革に対する

合意が広範に存在 していたとみることができる

であろう｡

3.2.1993年税制改革における環境関連税制の導入

まず,1993年の税制改革において,環境関連

税にいかなる変化が起きたのかを概観 したい｡

表 2-1は1993年改革以前の,表 2-2(a)および

表 2-2(b)は改革後の環境関連税一覧である｡

なお,税率は1993年時点のものである｡表 2-

1と表 2-2の比較から,1993年の税制改革で

は,自動車登録税が新たに環境税として位置づ

けられ,飲料水税と排水課徴金 (1997年から)

が新たに導入されることになったことが分かる｡

注目すべきは,表 2-2にあるように,新旧の

環境関連税すべての税率が,1994年から1998年

に至るまで段階的に引き上げられるようプログ

ラムされたことである｡ なお,CO2税 ･エネ

ルギー税以外の各環境税の詳細については,瀧

口 (1993)に詳 しい説明がなされているので,

そちらに譲ることにする｡

次に本節では,地球温暖化問題 に関連 して

もっとも注 目されるCO2税について詳 しく検

討 す る ことに した い (TheDanishGover n -

ment,pp.4-ll)｡ デ ンマークのCO2税を特徴

づけているのは,その手厚い還付措置である｡

税率 はCO2 1トンあた り100デ ンマーク ･ク

ローナに設定されたが,付加価値税登録企業は

原則 として50%の還付を受けることができるの

で,実質税率は50クローナ/ トンである｡ その

上,以下の条件を満たせば,さらに追加 して還
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表 2-11993年改革以前の環境関連税制 (DKK-デンマーク･クローナ)

課税対象および課税標準 税 率

包装容器 (DKK/個) 0.50*プラスチック容器10-

60C160-106C1

1.62106C1 以上 2.24

*鉄容器 0.80*厚紙もしく

は積層プ

ラスチックによる容器

10-60C1 0.38

60-106C1 0

.70106C1 以上 1.

90廃 棄 物 (DK
K/トン) 195*埋

立処分用廃棄物*焼却処

分用廃棄物 160原 料 (D

KK/m3) 5使い捨て用品 (%/価格) 33

小容器の化学物質 (%/価格) 1

7(小容

器の殺虫剤)電気 (DKK
/kWh) 0.235*室内暖房

*他の電気利用 0.2

70石 炭 (D
KK/トン) 690*

採掘炭等*原油コークス 69

0*褐炭等 505 課税対象及び課税標準 税 率オ

ゾンガス (DKK/kg) 30鉱油精製晶 1.77*ガス,ディーゼル,原油 (DKK

/e)*他のガス,ディーゼル,原

油(DKK/A) 1.49*軽ディーゼル (DKK/A) 1.67

*燃料油 (DKK/kg) 1.66

*暖房用タール (DKK/kg) 1

.50*ガス (DKK/e) 1.1

8*プロパンガス (DKK/kg)
2.00*潤滑油等 (DKK/i) 1.7

8*有鉛ガソリン (DKK/e) 2

.90*無鉛ガソリン (DKK/

A) 2.25CO2税 242*採掘炭

等 (DKK/トン)*原油コークス (DKK/トン)

343*褐炭等 (DKK/トン)

178*ガス,ディーゼル,原油 (
DKK/e) 0.27*他のガス,ディーゼル,原油(DKK/A)

0.27*軽ディーゼル (DKK/e)
0.27*燃料油 (DKK

/kg) 0.32*暖房用タール (DKK/kg) 0.28

*ガス (DKK/A) 0.16*プロパンガス (DKK/kg) 0330*潤滑油等 (DKK/e) 0*有鉛

ガソリン (DKK/磨) 0*無鉛ガソ

リン (DKK/i) 0[出所] TheDanishEnvironmentalProtectionAgency,p.ト2,T

able1付を受けることができる｡ ただ,

これらの免税 ･補償規定には問題が多く,1

995年の税制改革をきっかけに制度

改正が行われることになる｡(1) いくつかのタイプのエネルギー

消費は課税免除となっている (例えば,発電

もしくは石油精製用燃料)｡その代わ り,発電に

対する課税が別途行われている｡(2) 船舶 ･

航空機輸送,バス交通に対する税の全額還付

｡(3) CO2税の負担が,当該企業の付加

価値額

の一定割合を超過する場合の特別還付措置

｡α)CO2税の負担が付加価値額の 3%以

上に達する企業の場合は,50%の還

付を受けた後,さ

らに残 りの税負担の90%を還付｡β

)CO2税の負担が付加価値額の 2%以上 3%未満に達する企業の場合は,50%

の還付を受けた後,さ

らに残 りの税負担の75%を還付｡γ)CO2税の負担が付加価値額の 1%以
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表 2-2(a) 1993年税制改革における環境関連税制

課 税 対 象 1994 1995 1996 1997

1998電 気 (DKK/kWh)*室内暖房 0.265 0.295 0.325 0.

365 0.395*他の電気利用 0.300 0.300 0.3

60 0.400 03460石 炭 (DKK/トン)*採掘炭等 690

770 860 950 1,040*原油コークス 690 845 1,000 1,155

1,311*褐炭等 505 570 635 764鉱油精製品 (DKK/A)

*デイ-ゼルi由 1.77 2.00 2.02 2.12

2.12*軽ディーゼル油 1.67 1.90

1.92 2.02 2.02*ガス 1.18 1.34 1.36 1

.43 1.43廃 棄 物 (DKK/トン)*埋立処分用廃

棄物 195 195 195 285 285*焼却処分用廃棄物 160 160 160 210 210

自動車登毒最税 (DKK/育)*2-3トンのトラック.バス 30,000 30,000 30,

000 30,000 30,000*3-4トンのトラック.バス 19,000 19,000 19,000 19,000 19,000

飲 料 水 税 (DKK/m3) 1 2 3 4

5買い物袋 税 (DKK/kg)*紙袋 9 9 9 9 9*プラスチック袋 20 20 20 20 2

0排水課徴 金 (DKK/m3) - - - 0.3 0

.3[出所] TheDanishEnvironmentalProtectlOnAgency,p.3,Table2.

表 2-2(b) 1993年改革に伴 うガソリン税改革期 間

有 鉛 無 鉛1994年 1月1日 - 1994年 3月31日

3.10 2.451994年 4月1日 - 1994年 9月

30日 3.15 2.501994年10月1日 - 199

4年12月31日 3.20 2.551995年 1月1日 - 1

995年 3月31日 3.55 2.901995年 4月1日

- 1995年 4月6日 3.60 2.951995年 4月7日 - 1995年 9月31日 3.62 2.9

71995年10月1日 - 1995年12月31日 3.68 3.021996年 1月1日 - 1996年12月31日 3.75 3.1

01997年 1月1日 - 1997年12月31日 3

.80 3.151998年 1月1日 - 3.85 3.20 37

[出所] TheDanishEnvironmentalProtectionAg
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クが先駆的にそれを導入するという事情を考慮

して,国内産業の競争力を減退させないという

観点から正当化されている｡

しかし上述の特別還付措置のうち(3)は,次の

ような欠点をもっていた｡第 1に,放漫にエネ

ルギーを使えば使 う企業ほど,より大きな還付

を受けることができるので,エネルギー節約と

は全 く逆のインセンティブを還付措置が与えて

しまう｡ 第2に,特別還付措置は企業分割によ

る租税回避行動を誘発 Lやすいという弱点を

もっていた｡つまり,まずある単一の企業の中

で,エネルギー集約的な部門を法的に切 り離し

て一個の独立した企業が設立される｡ そうする

ことによってCO2税の税負担が,切 り離され

た企業の付加価値額の3%以上になるよう操作

を行う｡ こうして本来なら特別還付をうけるこ

とができない企業 も,このような操作を行うこ

とによって租税回避が可能となった｡したがっ

て,後述のように,次の1995年の税制改正では

このような租税回避行動を防ぐ措置が講じられ

た ｡

4 1995年の税制改革

4.1.1995年の税制改革の背景

1995年の税制改革は次の3つの目的を有して

いた｡(1)あらゆる所得区分における限界税率の

引き下げ,(2)課税の抜け穴の撤廃,(3)1996年よ

り徐々に租税体系を所得中心から資源 ･環境-

と移行させること,である｡ この点で1995年改

革は,1993年改革の流れを基本的に引き継いで

いると言える｡

しかし,1995年の税制改革の直接の引き金と

なったのはむ しろ企業に対 して環境 ･エネル

ギー課税を強化していく必要性が認識されたこ

とによる (TheMinistryofFinance1995,pp.

9-10)｡ 既 に述べたように,デ ンマークは,

C02については2005年までに1988年 レベルを

基準として20%の排出削減を目標としている｡

1993年税制改革での環境税拡充によっても,

1988年レベルの15%しか削減できないことが明

かとなり,さらに5%の削減を追加的に行う必

第13号 (1997.4)

要が出てきた｡家計部門は既に1970年代からエ

ネルギー税を課せられており,そのエネルギー

節約努力はかなり限界的なところまで進んでき

ていると言われている｡ したがって,現時点で

は明らかに1単位エネルギーを追加的に節約す

るための費用は,家計よりも企業のほうが小さ

いのである｡そこで,企業に対する環境 ･エネ

ルギー課税を強化することによって目標達成を

確実なものにしようという政策がとられた｡

1995年の環境税制改革は,このように,企業に

対する環境 ･エネルギー関連税の導入もしくは

拡充を主眼としていたのである｡

1995年初夏にデンマーク議会は企業に対する

環境税の導入を議決したが,ただし,国内産業

の国際競争力にマイナスの影響を及ぼさないよ

うにとの条件をつけていた｡この条件を満たす

ため,CO2税に関しては政策当局 ･企業間の

協定の締結や,それに応じた税の還付措置が定

められることになった｡また,他の環境関連税

についても,その税収は特定目的と結びつけら

れることによって企業の負担の増大を回避する

措置がとられた｡例えば,鉛 ･ニッケル ･カド

ミウム電池に対する課徴金からの収入は,企業

による電池の回収 ･再利用に対する補助金とし

て用いられる｡ また,殺虫剤税の導入に対 して

は,土地税の引き下げという補償が農家に与え

らえた｡表 2-3は,1995年の税制改革によっ

て導入された企業に対する環境 ･エネルギー税

の一覧である｡

4.2.1995年税制改革とエネルギー税･CO2税･

SO2税

SO2税の税率は,SO21kgあた り10クロー

ナの固定税率となるよう設定されている｡ これ

はあらゆる形態のエネルギー利用に対して適用

される｡また表 2-3に示されているように,

1996-2000年の間に基礎控除が段階的に縮小さ

れていくので,実質税率は上昇していくことに

なる｡

1995年税制改革におけるCO2税の最大のポ

イントは,第 1に,企業の生産プロセスを3つ
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表 2-3 1995年税制改革において導入された企業に対する環境 ･エネルギー税

課 税 対 象 税 率

1993年税制改革の原則によるガソリン税の引き上げ 1996年 1月 1日 よ り0.11DKKの引き

上げ電池に対する賦課金 1個あた り 6DKK*ニ ッケル .カ ドミウム

電池,単品*ニ ッケル .カ ドミウム電池,パ ッケージおよび備え付け電池 パッケージあ

たり36DKK塩素溶媒

kgあたり 2DKK殺虫剤税1)

租小売価格の37%*混合殺

虫剤,防腐剤,土壌殺菌剤*防虫剤,除草剤,成長抑制

剤 租小売価格の15%*樹

木維持剤等 卸売価格の3%企業に対する環境 .エネルギー税 1996 1997 1998 1999 2

000CO2税 5 10 15 20 25HeaVyProcess(DKK/tonneCO2)*合意なし

*合意あ り 350 360 370 380 390LightProcess(DKK

/tonneCO2)*合意なし*合意あ り 50 50 50 58 68地域暖房 (DKK/tonneCO2energytaX) 200 400 600

600 600天然ガス税 (DKK/Nm3) 0.0

1 0.01 0.01 0.01 0.01SO2税 (DKK/kgS

O2) 10 10 10 10 10*基礎控除 (kgSO2/GJ) 0.2 0.15 0.10 0.05 0

.05[出所] TheDanishEnvironmentalAgency,p,5,Table4.(DKK:デンマーク･クローナ)
1) 小

容器で販売されている殺虫剤に対する課税は廃止される｡図 2-2 エネルギー税およびCO2税の成立

65432

1pertonneC00

00000000000

02

F

｢ i≠

.■-
1996 1997 1998 1999
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のタイプに分けて,それぞれに異なる税率を設

定したことである｡3つのタイプとはすなわち,

地域暖房,LightProcess,HeavyProcessを

指す｡HeavyProcessとはエネルギー集約的な

生産プロセスのことであ り,LightProcessと

は例えば照明 ･事務機器などの非集約的エネル

ギー利用を含む｡CO2税の第 2のポイントは,

税率が徐々に引き上げられていくことがプログ

ラムされたことである｡

図2-2に示されているように,地域暖房に

対してもっとも高い税率が課されており,1998

年には家計部門に対する課税と同水準にまで引

き上げられる｡これは既存エネルギー課税の企

業に村す る還付措置 (ェネルギー税の場合

100%,CO2税の場合50%)を徐々に廃止 して

いくことによって1998年には達成される｡

HeavyProcessに適用される税率は,1996年

のCO2 トンあた り5クローナから,2000年に

は25クローナに引き上げられる｡ ただし,政策

当局とエネルギー節約に関する協定を締結した

企業に対 しては,CO2 トンあた り3クローナ

の税率が適用される｡

LightProcessに対する税率は,CO2 トンあ

たり1996年の50クローナから2000年の90クロー

ナに徐々に引 き上げられてい く｡ LightPro-

cessの場合にも,ある少数の企業に限って,

政策当局と協定を結ぶことにより税率が引き下

げられる可能性がある｡

このHeavyProcessと LightProcessを区別

する還付方式は,かつての特別還付措置にとっ

て代わるものである｡かつての特別還付措置の

もとでは,企業分割による租税回避行動が誘発

されるなどの不公正が起きていた｡1995年改革

の方式は,当該生産プロセスそのものが ｢エネ

ルギー集約的｣であるかどうかを認定するもの

である｡ したがって,本当はエネルギー集約的

でないにもかかわらず,企業分割によって見か

け上特別還付措置の条件を満たすといった租税

回避行動を排除できるようになった｡新方式に

よって租税負担は同タイプの生産プロセスに対

して同等となり,企業間の競争に対 して中立的

になった｡

4.3.エネルギー効率性の改善に関する協定

1995年の税制改革では,CO2税は以下の条

件を満たせば税率の引き下げを通じて還付され

ることになった｡その条件とは,(1)当該企業が

HeavyProcessを有していること,(2)当該企業

がエネルギー効率性改善のための対策に関して

政策当局と協定を結ばなければならないこと,

の2点である｡1993年改正時の特別還付措置は

分配問題の緩和措置という色彩が強かったのに

対 し,1995年改正における還付措置は,企業に

エネルギー節約へのインセンティブを与える目

的を持っている｡ 還付を受ける際に結ばれる協

定 は, 3年間有効であ り,いわゆる Heavy

Processを動かしている企業にこのような協定

を締結する権利がある｡ この条件に該当する企

業の数は,課税対象となる企業200,000のうち,

だいたい600-800と見積 もられている｡ 協定を

結ぶ権利は,LightProcessを有 している企業

にもあるが,その場合には税負担がその企業の

付加価値額の3%以上を占めていることが条件

である｡

政策当局は各企業の HeavyProcessに関す

るリス トを持っており,各生産プロセスをエネ

ルギー集約度に関する統計データに基づいて評

価す る｡ 当該企業の生産 プロセスが Heavy

Processであると認定されるのは,まず通常の

税率 (CO2 トンあた り50DKK) のもとで税

負担額が付加価値額の3%を超え,なおかつ生

産額の1%を超える場合である｡ 3%基準が満

たされているかどうかの判断は,1993年改正の

ときのように,法的な意味での企業体を基準に

するのではなく,一体 として機能するエネル

ギー消費部門を基準として行われる｡ 3%基準

を満たしても,HeavyProcessだと認定されな

い場合もある｡ 例えば,公的な上水道処理プラ

ントは,外国との国際競争に直面していないた

めに,HeavyProcessの認定から除外される｡

HeavyProcessを有する企業は,協定の 1部

として4年以内の払い戻 し期間になんらかの投
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表 2-4 環境 ･エネルギー関連税収とその税収の企業への還付 (百万DKK)

1996 1997 1998 1999

20001.税 収*総税収 915 1,440 1,955 2,

220 2,450*企業部門からの税収 710 1,230 1,7

30 1,900 2,0752.還付a)投 資 補 助 金 -30

0 -500 -500 -500 0b)社会保障基金負担の削減 -200

-490 -945 -1,115 -1,750C)中小企業に対する還付基金 -180 -210 -255 -255

-295d)行 政 コ ス ト -30 -30 -30 -30 -303.企業に対する還付額総計 -710 -1,230 -1,730 -1,900 -2,075

[出所] MinlStryOfFin

ance,1995,p.16,Table3.資

プロジェク トを実行 しなければならない｡LightProcessを有 し, 3%条項を満

たす企業にはさらに厳 しい条件が課される｡

これらの企業は6年かそれ未満の払い戻 し期間に

全ての投資プログラムに手をつけなければなら

ない｡政策当局と協定を結んだ企業は, 1

年後には行動計画に関する報告書を提出しなけ

ればならない｡そして3年後にはエネルギー節

約対策がもたらした効果について,包括的な評

価を行った報告書を提出しなければならい｡企

業が当局に提出する報告書は,協定の内容が遵

守されたかどうかを当局が判断するための基礎

資料 となる｡ 政策当局と企業は共同でエネルギ

ー節約のための方策を探求する

が,もし当該企業が協定を遵守 していないと判

断されれば,還付はキャンセルされ,税率は元

に戻る｡協定を結ぶことの可能な企業の数が

限られているのは,このような協定を結び,モ

ニタリングしていく一連の過程で,かなり行政

コス トがかかるからである｡ 最もコス トがかか

るのは,投資プロジェク トの確定 とそれをめぐ

る交渉である｡ もちろん監視 と評価にも費用は

かかる｡にもかかわらず,このようなことを行

うのは,デンマーク政府が企業に大きな

税負担を課すことなくエネル

ギーを節約するという政策目標を達成 しようとしてい

るか らである｡4.4.税収の企業への還

付企業に村する環境税徴収の目的は,政府の収 41人を増大させることではないので,

環境 ･エネルギー

関連税収は全て企業へ還付される｡表2-4は

,税収の還付がどのように行われるのかを示 している

｡表 2-4の 2の a)は,税収が企業のエネル

ギー節約対策に対する投資補助金である｡19

96-99年の期間に18億クローナが投

資に対する補助金に充てられる｡ これはこの期間の環

境 ･エネルギー関連総税収の うち易にあたるが

,2000年以降には廃止することが予定され

ている｡同表のb)は雇用者の社会保険料負担

分の軽減である｡ この額は,投資補助金が消滅

するのにしたがって,逆に徐々に増大 してい く

｡ 表 2-4の C)は,中小企業に対する還付措

置基金である｡ このような措置が設けられるの

は,大企業はエネルギー集約型であれば,税率

の軽減を通じて還付を受けることができるが,

労働集約的な中小企業にはこのような可能性は閉ざさ

れている｡ そこで,中小企業に対する負担緩和措

置が必要だとしてこの規定が設けられた

のである｡上記のa)-d)の還付合計は,企

業部門からの税収合計に等 しくなっている｡4.5,環境税制改革のデンマーク経済に及ぼす影

響デンマーク大蔵省は,1995年の環境税制改革が経済にどのような影響を及ぼすの

かを試算 している (Ministryof
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図2-3 2000年における税制改革の及ぼす雇用効果 (単位 :千人)

/ヘ 社会保険料軽減 純効果蕃 '迭

糸 目rl ri l ｢i l

税負

担 投資補助＼[出所] MinistryofFinance,1995,
p.19,Fig,2.[注] 3000人はだいたいデンマーク労

働力人口の0.1%にあたる｡表2-5 平均 CO2税率の引上げが経

済に対 して及ぼすインパクト1)1

997 2001 2005 長期C

O2排出減率 % -2 -5 -5 -5所得税減税による 雇用 (1000人) 0 -8 -1

0還付 GDP (%) -1.0 -0.5 -0.2

-0.2社会保険料下げによ 雇用 (1000人) +2

十4 +3 0る還付2) GDP (%) +0.1 +0.2 +0.1

-0.2[出所l MILJのstyrelsen(1994),p.15
,Table4.注1) このインパクトは大蔵省のマクロ経済モデルADAM に基づいて試

算されている｡注2) デンマークの社会保険料負担は他のヨーロッパ諸国と比較して低い水準にある｡したがっ

て,社会保険料を経由した税収の還付はおそらく企業にとって補助金を受け取ることに等し

いであろう｡われたことを反映

して,雇用,生産費に及ぼす影響とも穏やかなもので

あり,デンマーク経済を悪化させることはない

という｡まず生産費に及ぼす効果であるが,

2000年の時点で,還付前の環境関連粗税収

の労働コスト済にプラスの影響を与えることに

よって,雇用にも間接的にプラスの効果が表わ

れる｡ 第 3に,エネルギー課税によって引き起

こされる代替効果がある｡ つまり,エネルギー

課税によって生産要素間の相対価格が変化し,

価格の高くなったエネルギーから資本 ･労働-と

生産要素需要がシフトする｡以上 3つの効果を

示したのがしたの図2-3である｡ 図2-3を

見れば,環境関連税の導入によって雇用が4千

人減少するが,社会保険料負担の軽減など税収の還付

を進めることによって,税制改革総体のインパクトとし

ては,逆に2000人の雇用増加が見込まれて

いる｡さらに,大蔵省は1997年から20

01年にかけての継続的な税率の引上げが雇用と

GDPに及ぼすインパクトを試算 している｡ 税

収の還付に関しては, 2つのケースが表 2-

5において比較されている｡ それによれば,所

得税の引下げよりは社会保険料負担の引下げを

行ったほうが雇用の増大をもたらすとの結

論が引き出されている｡ これは社会保険料の引

下げが企業にとって労働コストの低下を意味す

るからである｡環境税制改革を評価する際に

もう1つ重要なポイントとなるのが,その分配面に及

ぼす影響である｡ まず,企業に対する影響はど

のように見込まれているのであろうか｡19
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殺することができる｡ しかし, ミクロ的には,

エネルギー消費量 ･エネルギー効率性などに依

存して,個々の企業が受ける影響は異なってく

る｡当然のことながら,エネルギー集約的な企

業の負担は重 くなり,そうでない企業は逆に負

担が軽 くなるはずである｡ にもかかわらず,税

収中立的で還付を組み込んだ税制改革であるこ

とを反映して, 1部の産業における多少のコス

ト増大は見られるものの,どの産業でも負担の

増大は軽微なものにとどまっている｡ これを産

業別に示したのが表 2-6である｡

次に,家計に対する税制改革のインパクトは

どうであろうか｡表 2-7は, 2つの異なるタ

イプの家計に対する分配上の影響を示している｡

両タイプの家計とも,税制改革前の1993年と,

その後の1998年を比較 してみると,年収に占め

る環境関連税の負担比率は約 1%の上昇にとど

まっており,改革にともなう負担増は比較的軽

微であると見込まれている｡

4.6.1995年環境税制改革の評価

デンマークの環境税制改革は,世界でも先駆

的に大規模な環境関連税の導入 ･拡充と既存税

の引下げをセットにした税制改革を行ったとい

う点で,注目すべき改革であると言える｡ そし

て,図2-3に示されているように,政策当局

が明確に税制改革を通 じた環境問題と失業問題

の同時解決を意図している点もまた画期的であ

る｡ もちろんそれが功を奏するかどうかはこれ

から検証されなければならないが｡しかし,他

方でCO2税に象徴されるように,環境税本来

の趣旨を全 く殺 してしまうのではないかと思え

る程の充分な減免措置が組み込まれている｡ そ

の典型はCO2税の HeavyProcessに対する還

付措置であり,企業は政策当局と協定を結びさ

えすれば,税率はCO2 トンあたり100クローナ

から3クローナ-と劇的に割 り引かれるのであ

る｡ これでは,CO2税それ自体ではほとんど

環境政策上の意味をなさなくなるであろう13)｡

13) デンマークのCO2税を,環境政策における経済的手

段としてみるならば,ボーモル=オーツ税としてみな/
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実際さまざまな還付措置のため,1994年に課さ

れた環境関連税367億 クローナのうち企業に

よって実質的に負担されたのは,約 7億クロー

ナのみであったという (Andersen1994,p.49)｡

残 りはみな家計 ･交通部門によって負担されて

いるということになる｡ このようなデンマーク

環境税制改革の全体像を,一体どのように理解

したらよいのであろうか｡

以下では,デンマーク環境税制改革の評価を

行うために, ドイツで行われてきた環境税制改

革の議論を参考にしたい｡なぜならば,デン

マークの環境税制改革は ドイツの環境税制改革

案ときわめて似通った要素を兼ね備えているの

で14), ドイツで行われている議論を通じてデン

マークの環境税制改革をみると,その特徴が明

瞭に浮かび上がってくるからである｡ ドイツに

おける環境税制改革案にはさまざまなヴァリ

エーションがあるが,各提案にできる限り共通

の要素を拾いあげることはできる｡ そして ドイ

ツ環境税制改革論議の成果の中から,環境税制

改革が満たすべき要件をまとめると,以下の4

点になるであろう15)｡

(1)環境 ･エネルギー関連税の占める比重の

大きさ｡

(2) 包括的な環境 ･エネルギー課税｡

＼すことができる｡ボーモル=オーツ税とは,環境政策上

の目標を達成するために導入される環境税であり,その

税率は,政策目標の達成を可能にするのに十分なインセ

ンティブを与える水準に設定される｡デンマークの場合,

CO2削減目標を達成するためにCO2税が導入されたの

だから,それをボーモル=オーツ税とみなして良いと思

われる｡ しか し,実際にCO2税の税率は国際競争力に

対する配慮から大幅に割り引かれているため,環境政策

上の要請とはほとんど関係が無くなっているのが現状で

ある｡したがって,現在のCO2税のみで,CO2削減に

関する政策目標を達成することはほとんど不可能であろ

つ｡

14) ドイツの環境税制改革論争が,デンマークの環境税制

改革に影響を及ぼしたという明白な証拠は見当たらない｡

ただ,デンマークの税制改革は1993年から始まったので,

デンマークが1988年から始まった ドイツでの議論から何

かを得ようとすれば,それは可能だったであろうという

ことである｡

15) 1988年から1992年ごろまでの ドイツ環境税制改革論争

の状況については,諸富 ･植田 (1994)に詳しく紹介さ

れているので,それを参照のこと｡
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表 2-6 税制改革が個々の産業に及ぼす分配上の影響 (%/付加価値額)

産業セクター 平均的エネルギー集約度 高エネルギー集約

度最 もエネルギー集約的な 7企業 -0.3 -0.7原材料採掘その他

-1.0食品 .飲料製造業

0 .2 -0.9たばこ産業 n.a. 0.1

繊維産業 0.1 -0.6

衣料品製造業 0.3

0.3皮革産業 0.

2 0.2木材産業

-0.1 - 0 .2製紙産業

0.0 -0.3グラフ

ィックス産業 0.3 0.1化学産業

-0.1 0.1ゴム .プラスティック産業 -0.1 -0.2

石 .粘土 .ガラス産業

0.3 -1.2鉄製品製造業 -

0.1 0.3鉄鋼産業 0.1 -0.

9エ ンジニアリング産業 0.

2 -0.7事務機器 .コンピューター製造業 0.2 0

.4家電製品製造業 0.

3 -0.1通信機器製造業

0.2 0.1医療機器

製造業 0.2 0.4自動車産業 - 0.1 0.2他の交通手段産業 0.2

0.3家具製造業等 0.0 -0.5[出所] MinistryofFinance,
1995,p.21,Table4.[注] 本表

は,税収の還付を含めた税制改革後の追加的負担増加/軽減の各産業付加価値額に占める比率を示してい

る｡記号-は損失を示し,+は改善を示す｡[筆者注] 平均的エネルギー集約度と高エネルギー集約度の

定義が何であるのかは原典にもはっきり述べられていないが,おそらく平均的エネルギー集約度とは産業の平均的なエネルギー集約度を指し,高エネ

ルギー集約度とは,その産業におけるいくつかの,特にエわ レギー集約的

な企業の平均的エネルギー集約度を指していると考えられる｡

表 2-7 2つのタイプの家計における環境税の負担 (DKK)大人 1
人,石炭暖房,車なし,年収 子供 1人の夫婦,石油暖房,車所有,16万クロ

ーナ (約320万円) 年収37万 クローナ (約740万円)課 税 対 象 消費量 1993 1994 1998 消費量 1993 1994 199

8ガ ソ リ ン 0 0 0 0 1,2591itre 3,513 3,825 4,975

自動車,重量 0 0 0 0 1,000kg 2,26

0 2,260 2,260電 気 1,600kWh 736 816 1,136 4,200kWh 1,932 2,142 2

,982水 75m3 0 95 470 170m3 0 210

1,060廃 棄 物 300kg 60 60 79

600kg 120 120 185石 炭 1.2ton 1,398 1,39

8 1,924 0 0 0 0化 石 燃 料 0 0

0 0 2,5001itre 5,500 5,500 5,500買 い 物 袋
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(3) 税率の継続的な引き上げ｡

(4) 税収中立的な税制改革と労働コス トの引

き下げ｡

ドイツの環境税制改革案は,税制を ｢グリー

ン化｣することを通 じて社会構造その ものを

｢グリーン化｣することを目的とするので,そ

の税収は,例えばGDPの約 5%を提案してい

るヴァイツゼッカー案のように,比較的大きな

規模 となる｡ また,その課税対象はCO2/ エ

ネルギーだけでなく, この社会に外部不経済を

もたらしているあ りとあらゆる財が考えられて

いる｡そして税率は対象となる財の価格が毎年

数%づつ上昇するように引き上げられていく｡

これは企業に対 し,永続的に技術革新-のイン

センティブを与えるためである｡ 税率の上昇率

はあらか じめ定められており,これが毎年変化

することによって企業が混乱させられることの

無いようになっている｡ つまり,企業は当該財

の価格上昇率について,将来的な見通 しの下に

技術開発を進めることができるのである｡ 最後

に, ドイツ経済は80年代より高失業率に悩まさ

れており,それが税制改革論議にも反映されて

いる｡ 既に高い水準にある国民負担率をこれ以

上引き上げないために,税制改革は税収中立的

に行われる｡ 環境税からの税収は社会保険料の

引き下げなど,なんらかの形で労働コス トの削

減を通 じて雇用の増大に結びつ くものへ向けら

れる｡ 以下では,上に挙げられた4つの論点を

もとにしてデンマーク環境税制改革を検討する

ことにしたい｡

(1) 環境 ･エネルギー関連税の占める比重の

大きさ

図2-1に示されるように,デンマークでは,

1970年代から環境 ･エネルギー関連税収の占め

る比率が比較的高 く,1998年にはこれらの税収

がGDPの約 5%を占めるようになると予測さ

れている｡ このことは環境関連税収がデンマー

クの租税総収入の10%以上に達することを意味

する｡ デンマークの環境 ･エネルギー関連税に

対する依存度は,スウェーデンと並んで世界で

最 も高い部類に属するであろ う｡ ただ し,秦
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2-8が示 してい るように,デ ンマークの環

境 ･エネルギー関連税と呼ばれるものには,自

動車登録税や自動車重量税,有料道路料金など

が含まれてお り16),環境関連税の定義をかなり

広 くとっていることが分かる｡ これは,｢環境

に直接 ･間接 に悪影響を与える製品などの生

産 ･消費や環境汚染物質の排出などの行為を削

減 ･抑制することを目的とした税 ･課徴金を総

称 して環境税と呼ぶ｣とのOECDの定義をデ

ンマー ク政府 が 踏襲 して い るか らで あ る

(OECD1996,pp.10-ll)｡ したがって,統計

からのみ判断して環境 ･エネルギー関連税の比

率が大きいことを過大評価することはできない｡

にもかかわらず,環境 ･エネルギー関連税が拡

張,もしくは新設され,その重要性を着実に増

しつつある傾向は表 2-8から確認することが

できる｡

(2) 包括的な環境 ･エネルギー課税

デンマークでは,EUや日本で想定されてい

るように炭素 ･エネルギー税のみで環境税の導

入が考えられているのではなく,それ以外のさ

まざまな財に対 しても環境税を課 している｡ 表

2-1,2-2,2-3に示されているように,包

装容器や廃棄物税,排水課徴金,殺虫剤税など

多様な環境税が課されているのである｡ もちろ

ん,地球温暖化問題は当面の最大の焦点である

から,炭素 ･エネルギー税が議論の中心となる

のには一定の理由がある｡ しか し,環境問題は

それだけでなく,廃棄物 ･排水 ･大気汚染 ･土

壌汚染等の問題を含む｡これらを経済的手段に

よって制御 してい くならば,自ずとその課税対

象は広範にならざるをえないはずである｡ また,

例えば廃棄物問題 と土壌汚染問題が密接に関

16) Andersen(1994)によれば,デンマークでは自動車は
比較的容易に課税できる財であるという｡なぜなら,チ
ンマーク国内には自動車産業がないため,高い税を課し
ても国際競争上何の問題もないからである｡この結果,
デンマーク人の自動車保有台数は他のOECD諸国と比
較して著しく低いという｡しかし,環境保全上の観点か
らみるならば,デンマークにおける自動車の保有期間が
長くなって新車が普及しにくい結果,かえって旧型車か
ら排出される排ガスによる大気汚染問題に悩まされると
いう皮肉な結果が生じている｡
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表 2-8 環境 ･エネルギー関連税収

環境 .エネルギー関連税 1992 1993 1994 1995 1996

1997エネルギー税 14,192 14,703 15,843 17,728 19

,190 20,720石 炭 797 738

592 602 700 825電 気 3,938 3,562 4,139 4,482 4,925 5,675

ガ ス 15 434,749

47 50 40 45天 然 ガ ス - - - 2

5 25石 油 3,791 4,945 5,207 5,400 5,

650ガ' ソ リ ン 5,651 5,611 6,121 7,387 8,1

00 8,500自動車重量税 4,213 4,225 4,268 4,406

4,678 4,775自動車登録税 8,532 7,998 13,312 14,967 15,100 15,

350第 3着責任保険 855 856 894 944 1,150

1,175有料 道路 料 金 - - 227 289 264 264

環 境 税 2,595 4,251 4,850 5,206 6,530 7,4

10CO2 1,401 3,177 3,318 3,210 3,600 4,000

SO2 - - - - 385 425

使い捨て用品 73 69 66 72 60

60包 装 容 器 462 305 439 478 4

75 475オ ゾ ン ガ ス 22 12

5 2 0 0廃 棄 物 454 529 571

619 625 750原

料 140 120 122 135 135 135飲 料 水 - 40 29534 65436 950 1,250ニッケル.カドミウム電池

- 45 45塩 素 溶 媒 - 5

5殺 虫 剤 44 250 2

65排 水 - - - - 1

85税 収 総 計 30,387 32,033 39,394 43,540 46

,909 49,694対GDP比 (%) 3.57 3.66 4.24 4.

49 4.66 4.70[出所] TheDanishGovernment

わっていることにみられるように,これ

までは問題ごとに個々ばらばら

に対策が立てられてきたが,今後は総合的な観

点から環境政策を統合していく必要が出てきて

いる｡ このため,経済的手段を用いる場合にも,より包括的

に環境税を課していくという戦略を取らざるを

えないのである｡デンマークが体系的とはいえ

ないが,ある程度包括的に環境税を課 している

のは,このような事情が背景にあるからであろ

う｡(3) 税率の継続的な引き上げ環境 ･

エネルギー関連税の税率が継続的に引き上げられることになっているのは,表 2-2 (a),

2-2(b),表 2-3に示されている通 りで

ある｡ 税率の継続的な引上げは,技術革新への

インセンティブという点で, ドイツの環境税制

改革論と同様の意義をもつという評価ができる
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と考えられる17)｡しか し他方で,税率の継続的

な引上げは,望ましい税率はかなり困難なので,

最初は低い税率で税を課し,将来的に税率を段

階的に引き上げることで分配問題に対処してい

るのだという評価もできないわけではない｡デ

ンマークの継続的な税率の引上げがこのうちの

どちらを狙ったものであるのかは一概に評価で

きない｡ただ,企業に対するシグナルの明確性

という観点からすれば,継続的な税率引上げの

プログラムがあらかじめ確定され,法的にも明

記されているということが重要なのである｡

(4) 税収中立的な税制改革と労働コストの引

き下げ

環境 ･エネルギー関連税収の使途は表 2-4

に示されているが,社会保障基金負担の削減,

つまり労働コス トの引き下げにも税収が使われ

ている｡ しかも税収が社会保障基金負担の削減

に用いられる比率は1996年の28%から2000年の

84%へと上昇することになっている｡ デンマー

ク政府は,このことが労働 コス トの引下げに

よって雇用を増大させることにつながると明言

しているわけではないが,それが暗黙に合意さ

れていることは,デンマーク政府が図 2-3で

環境税制改革の雇用に対するインパク トをシ

ミュレーションし,それがプラスと出ているこ

とを示そうとしている点からも伺える18)｡

以上検討したように,デンマークの環境税制

改革は,きわめて ドイツ環境税制改革案と類似

した特徴を有していることがわかる｡ その意味

で,デンマークの環境税制改革は, ドイツの環

境税制改革案の実験場とみなすこともできる｡

先駆的な形であれ,デンマークが環境税制改革

による環境問題と失業問題の同時解決,税率の

引き上げによる技術革新の誘発など明快な方向

17) 税率の継続的引上げに対するこのような根拠付けは,

ヴァイソゼッカーによって与えられたものである｡この

ことの意味を経済学的に検討した結果については,本論

文第Ⅰ章を参照｡

18) 1996年8月26日に行った国税省ラールセン氏に対する

インタヴューにおいて,彼は社会保険料負担の軽減とい

う形での還付措置が導入されたのは,雇用の増大を意図

したからだと明確に述べている｡

図2-4 企業からのCO2排出量の分布

co2排出シェア (%)
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0 20 40 60 80 100

粗付加価値シェア (%)

[出所] Koch,p.5,Fig.

2.性をともなった政策を打ち出してい

るのは注目すべきである｡しかし問題は,

もしドイツ環境税制改革案をモデルとした

税制改革が本当に実施されれば,一部のエネルギー集約的な企業に,深刻な分配問題が生 じるであ

ろうことが予測される点にある｡ これは, ドイツ経

済研究所の環境税制改革 シ ミュレーションに示

された通 りである(DeutschesInstitutftirWirtschaft

sforschung1995)｡ もちろん税

収中立的な環境税制改革が実施されれば,マク

ロ的な意味での分配問題は生 じない｡しかし,

どの既存税を削減するのかによって各経済主体の

分配状態に及ぼす影響は異なってくる｡ ドイツ

経済研究所は社会保険料負担の引き下げを選択してい

るが,シミュレーションによれば,改革によって

生産費が減少した産業もあれば,逆に20%近

く上昇したエネルギー集約的な産業もある｡ デ

ンマーク経済の場令,図 2-4が示すように,

CO2排出の50%がもっともエネルギー集

約的な10%の企業によって占められているた

めに,環境 ･エネルギー税の負担はおそらく,
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の向上に成功 しえた企業のみが生き残ることに

よって産業構造の転換が図れるはずである｡ た

だ,これは国民経済の規模が大きく, 1つの産

業内にエネルギー効率的なものからそうでない

ものまで含めて複数の企業が競争しているよう

なドイツ経済の場合には当てはまるかも知れな

い｡しかし,デンマークのような小国経済の場

合は,環境 ･エネルギー関連税の導入によって

当該産業を失うリスクを覚悟 しなければならな

い｡これはデンマークにとって許容可能である

のかどうかという問題である｡以上のことは,

環境税制改革の設計において分配問題の解決が

鍵であることを示している｡

ドイツで,10年にわたって環境税制改革をめ

ぐる議論が非常に盛んに行われてきたにもかか

わらず,いまだ環境税制改革が実施されない理

由は,もちろんドイツ統一以降悪化 した経済事

情にもよるが,税制改革にともなって発生する

分配問題をどうクリアーしていくのかを詰めて

議論してこなかったからではないかと思われる｡

つまり,環境税制改革案を実行に移そうとすれ

ば,分配問題の解決を組み込んだ制度設計を行

わなければならないのである｡ その意味で,デ

ンマークの税制改革にみられる還付措置は, ド

イツの論者からみれば環境税制改革の理念型か

らの逸脱であるということになるかもしれない

が,分配問題に村する解決策の 1つを提示した

という評価もできるのである｡

デンマークの還付措置の特徴を挙げるならば,

以下の2点にまとめることができるであろう｡

(1)複雑だが,どの産業セクターも分配上悪

化しないよう綿密に配慮されている点｡

(2) エネルギー節約投資に関する協定の締結

を前提として,還付を行う点｡

まず第 1点目であるが,CO2税の還付は,

税率の引き下げを通 じて行われる｡ この方式は,

例えば付加価値税による一律の減税に比べれば,

エネルギー集約的な産業にとって,有利な還付

方法であると言える｡ さらに,エネルギー節約

投資に対する補助金もエネルギー集約的な企業

にとって有利な配分となるであろう｡ この結果,

環境税制改革が企業に対して及ぼす分配上の影

響は,エネルギー集約的な産業であっても表

2-6に示されている通 り,軽微なものにとど

まるようである｡ ただ,このような還付措置は,

HeavyProcessと LightProcess,協定締結企

業と非締結企業の間で,それぞれ異なる税率を

課す結果となる｡このため,各企業間で限界排

出削減費用が均等化せず,環境税による費用効

率的なCO2削減の達成は不可能となる｡

第2の特徴は,協定の締結を税収還付の条件

とした点である｡1993年の税制改革では,環

境 ･エネルギー関連税の負担が一定以上に達し

たら,エネルギー節約のための投資を行おうが

行うまいが,自動的に還付の対象とされた｡し

かし,これでは企業に対する所得補償は行えて

ち,エネルギー節約へのインセンティブを与え

ることができないので,1995年の税制改革の際

に改められたのである｡

それでは,この協定は果たしてどのような意

義を,環境税制改革上有するのであろうか｡結

論か ら言えば,デ ンマー ク環境税制改革の

CO2削減に対する効果は税によってではなく,

この協定によって担保されていると言える｡ さ

まざまな還付措置によってCO2税の実効税率

はきわめて低 くなっており,それだけでは環境

政策上の効果をほとんど発揮することができな

くなってしまっている｡ したがって,CO2削

減目標に関するデンマーク政府の国際公約は,

協定の内容を各企業に遵守させることによって

はじめて達成されることになる｡ CO2税は,

政策当局と締結した協定を企業に守らせるため

の補助手段としての役割を果たしているという

ことになる｡ なぜなら企業にとって,協定を守

れなかったときに税率が元に戻るというのは大

きな圧力となるからである｡

以上,デンマークの環境税制改革に関する評

価を行ってきたが,それをまとめると,税収の

規模,広範な課税対象,継続的な税率の引き上

げ,環境問題と失業問題の同時解決への志向と

いう4点で,デンマークの環境税制改革は積極

的な意義をもつと考えられる｡ 環境 ･エネル



ヨーロッパにおける環境税制改革論争

ギー関連税収の還付措置は,一見環境税制改革

の趣旨に反するように思えるが,税制改革にと

もなって不可避的に発生する分配問題の解決法

として,考慮に値する制度設計の試みの1つだ

と言える｡

しかし,デンマークの環境税制改革の意義を

さらに深く理解しようとすれば,経済のグロー

バル化 ･EU統合の流れの中で環境税制改革を

位置づけて評価 しなければならない｡実際デン

マークは,CO2税の還付措置を,EU統合に

おける小国の国際競争力をどのように確保して

いくべきかという観点から正当化してきた｡こ

のような視角からみるならば,デンマークの試

みは移行期の税制としては理解できなくもない｡

にもかかわらずこのことは,長期的には税制の

公平性の観点からみて大きな問題を季んでいる

ように思われるのである｡

5 開放経済下の小国における環境税制改革

5.1.デンマーク経済の国際競争力とCO2税の

還付措置

デンマークがさまざまな還付措置を採用する

にあたって繰 り返 しその根拠としているのが,

デンマーク産業の国際競争力の維持である19)｡

デンマークは北欧諸国 ･オランダを除く,他の

主要EU加盟国が環境 ･エネルギー関連税を導

入しない中で環境税制改革を行った｡もしさま

ざまな還付措置が採用されなければ,エネル

ギー集約的な企業の国際競争力は失われ,環

境 ･エネルギー税のない他のヨーロッパ諸国へ

流出してしまうことが懸念された｡このような

事態はたんにデンマーク経済にとって打撃であ

るばか りでなく,CO2排出の削減にも貢献 し

ない｡デンマーク国内でのCO2排出量は確か

に減少するが,他国で移転企業が以前同様に

C02の排出を続ければ,全体 としてC02の排

出量は抑制されないからである｡ そうであるな

らば,還付を行ってCO2排出の削減を進める

方がデンマーク経済にとっても雇用が確保でき

19) 国税省のラールセン氏に対するヒアリングおよび国税

省大臣Koch氏の論文による｡
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て望ましいし,CO2排出削減という点でも実

効性が増すというわけである｡これが還付措置

を必要とする第 1の理由である｡

もちろん,国境での租税調整を通 じて,環境

税のデンマーク経済に対するインパクトを相殺

することも理論的には可能である｡つまり,デ

ンマーク国内企業の輸出に対 しては税の還付が

行われ,環境 ･エネルギー課税を実施していな

い外国からの輸入に対しては課税を行う仕組み

を作ればよいのである｡ しかし,さまざまな貿

易条約 (WTO,EU,OECD,etc.)にしたがえ

ば,国内製品にかかる間接税から輸出品だけを

除外することはできないし,輸入品に対 して国

内製品に対する場合と同様の課税を行うことも

不可能なのである (Koch,p.4)｡ したがって,

デンマーク国内財は環境 ･エネルギー税が課さ

れているにもかかわらず,輸入財は仮に外部不

経済を発生させていても,課税を免れてしまう｡

このこのような課税上の不公正を除きながら,

環境政策上の効果を担保するには還付措置が必

要であるというのが第2の理由である｡

第 3に,Andersen(1994)によれば,デ ン

マークがその輸出市場をEU域外に大きく依存

していることが,還付措置を必要とする根拠で

あるとい う ｡ というのは,EU委員会のレポー

トにおいて,もしヨーロッパで共通CO2税が

導入されれば,デンマークはスペインやイギリ

スよりも大きな損失を被ることが示されている

からであるO その理由は,デンマークが高いエ

ネルギー効率性を誇っているにもかかわらず,

EU域外市場に対する輸出比率が高いために,

CO2税によるエネルギー価格の高騰が大 きく

響 くという点にある｡

5.2.経済のグローバル化と税体系

環境税制改革の過程で一貫してデンマーク政

府が重視してきたのは,上述のように,企業の

国際競争力を弱体化させてはならないという点

であった｡このような観点から課税政策が行わ

れた結果,法人に軽 く,家計に重い負担を課す

税体系が構築されてきた｡例えば,デンマーク
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の法人はエネルギー税を伝統的に免除されてお

り,1993年の環境税制改革後で も,エネル

ギー ･環境関連税収のうち法人によって負担さ

れているのはわずかに2%程度という有様であ

る｡ これがまさに,1995年に企業に対する環境

税を新たに導入しなければならなくなった理由

である｡ というのは,1977年以来のエネルギー

税が,もっぱら家計部門に対してかけられてき

たことによって,家計の暖房用エネルギーの消

費は45%減少 したが,企業はほとんどエネル

ギー節約 に貢献 して こなかった (Andersen

1994,p.49)｡ したがって, これ以上エネル

ギーの節約を進めようとすれば,法人部門のエ

ネルギー節約を促進せざるを得なかったのであ

る｡ しかし,1995年税制改革も手厚い還付措置

のため,企業の負担を根本的に増大させるもの

ではなかったから,環境 ･エネルギー関連税の

家計部門に対する重課の趨勢には変化がないで

あろう｡

経済のグローバル化がますます進行し,課税

当局は法人の負担を増大させるような課税政策

を極力回避しようとしている｡ 日本の法人税減

税の議論もまさに日本企業の国際競争力の観点

から論 じられている｡ 国民経済間の垣根が低い

EU域内ではなおさら,国際競争の課税政策に

対する圧力は強く,他国と同水準の課税を維持

するどころか,常に法人 ･資産課税の引き下げ

競争-の強い誘因が働いている｡ もし,税の引

き下げ競争が行われれば,全ての国にとって税

収は減少し,公共部門の活動水準を縮小せざる

を得なくなるか,財政赤字の拡大をもたらすで

あろう｡このような流れに対する予防措置とし

て,EUでは利子課税について共通源泉税を導

入することを検討 しているほどである｡

もし税収の維持を選択 し,なおかつ国際競争

力を重視 した課税政策をとりつづけるならば,

流動性の高い法人や資産はますます軽課される

ことになるだろう｡反対に流動性の低い資源や

活動は,法人や資産に村する軽課によって失わ

れた財源を補うために,ますます重課されてい

くことになる｡80年代以降のヨーロッパの税制
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改革の流れは基本的に,このような方向に沿っ

て行われたと見ることができる｡ 所得税の引下

げと累進制の緩和,法人税の引下げと租税特別

措置の整理,そして付加価値税依存の増大とい

うのがヨーロッパの税制改革の共通要素だった

からである｡ このように,所得の捕捉をあきら

めて流動性の低い消費に課税ベースを移すとい

う世界的な税制改革の流れは,不可避であるよ

うに見える｡ この点では,デンマークの税制改

革も所得税減税と環境税の導入がセットになっ

ており,例外ではなかったのである｡

ただ,ヴァイツゼッカーのように,直接税と

環境税を代替するような税制改革は,直接税と

付加価値税を代替するような税制改革よりも望

ましいとする意見 もある (ヴァイツゼッカー

1994,182-183ページ)｡なぜなら,環境税は

付加価値税と同様に逆進的ではあるが,汚染を

制御 し,外部不経済を内部化することによって

経済厚生を改善するからである｡ さらに,環境

に負荷を与える活動を行っているものがそれだ

け重い税負担をするという点で,汚染者負担原

則に基づ く公正概念にも合致する｡ これが,個

人 ･家計への重課を強める税制改革の流れの中

でも,相対的に公正で効率的な税体系を構築す

る方途としての環境税導入を正当化する論拠の

1つとなっていた｡ところがデンマークは国際

競争力に配慮 して税率を割 り引いた結果,環

境 ･エネルギー税は環境政策目標の達成とほと

んど関係の無いものになり,圧倒的に家計部門

に税負担を強いる税体系を作 り上げてしまった

のである｡ このことは,デンマークの環境税制

改革も,現在進行中の世界的な税制改革の流れ

の例外ではありえなかったことを示している｡

デンマークのケースは,まだ他の域内主要国

が環境 ･エネルギー関連税を導入していないと

いう移行期の税体系として,採 りうる課税政策

の1つを示しているのかもしれない｡しかし,

税をその負担能力のあるところから取らず,安

易に取 りやすいところから取っていれば,税体

系の公平性は維持されず,いわゆる ｢税制の堕

落｣を招いてしまう｡このような事態を回避し,
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公正な税体系を確保するのはデンマークだけで

なく,EUもしくはOECD加盟国共通の課題

である｡したがって,将来的には環境 ･エネル

ギー税制の国際調整を図っていく必要性が出て

くるであろう｡ デンマークの例は,それまでの

移行期において単独で環境 ･エネルギー税を導

入する場合に避けて通れない課題を提示すると

ともに,環境税の公正な適用とは何かという問

題を提起していると言える｡

付記 :本研究は,公害対策協力財団研究助成金によ

る研究成果の一部である｡
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